
 



 

 

は  じ  め  に 
 日頃、皆様には格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。 

ＪＡおやまは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに

対するご理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概

要、経営の内容などについて、利用者のためにわかりやすくまとめたディスク

ロージャー誌として本冊を作成いたしました。 

 皆様が当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読

いただきますようお願い申し上げます。 

 今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成３０年６月  小山農業協同組合 

(注)本冊子は、農業協同組合法第 54 条の３に基づいて作成したディスクロージャー誌です。 

 

 

 

ＪＡのプロフィール        （30 年 2 月 28 日現在） 

◇設   立  平成１１年３月     ◇組 合 員 数  １４，３８２人 

◇本店所在地  小山市神鳥谷      ◇役 員 数      ４３人 

◇出 資 金  ３６億円        ◇職 員 数     ３６４人 

◇総 資 産  １，８３３億円     ◇支   店     １５支店 

◇単体自己資本比率  １８．３６％      ◇営農支援センター    ３センター 
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皆様には、平素よりＪＡおやまに対しまして、格別のご理解

とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。 

当ＪＡの経営方針並びに業務内容のほか、平成２９年度の事業実績や活動状況について

まとめたディスクロージャー誌を作成いたしました。本冊をご一読いただき、当ＪＡに対

するご理解をより一層深めていただければ幸いです。 

さて、２９年度当ＪＡでは『農業者の所得増大』『農業生産の拡大』『地域の活性化』を

重点目標に各事業に取り組んだ結果、特に有数の大規模施設を有効活用した県下一位の飼

料用米産地として、多収性品種のさらなる生産拡大を図ることができました。また、管内

セブンイレブンにおける地元農産物の取扱開始など、新たな挑戦にも意欲的に取り組んで

まいりました。今後も目に見えるかたちで一歩一歩着実に自己改革の達成に向け実践して

いきたいと存じます。 

３０年度は「創造的自己改革への挑戦３か年計画」の最終年度となります。活力ある農

業の実現のため、組合員・利用者の皆様に選ばれるＪＡを目指し、役職員一体となり全力

を挙げて取り組む所存です。 

そのためにも、今まで以上に経営の透明性の確保に努めてまいります。今後とも組合員

並びに利用者皆様の常に身近な存在として変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い

申し上げ、ご挨拶といたします。 

                     平成３０年６月 

       小山農業協同組合 

                     代表理事組合長 福田 浩一郎 

ごあいさつ 
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１．経営理念 

当ＪＡの、理念（‥「ＪＡ理念」、「経営理念」）を紹介します。 

 

ＪＡ理念 

人と自然の調和から新たな創造を！ 
     

ＪＡおやまは、人を愛し、自然とふれあい、未来に向けて活力ある地域づくりに

貢献します。 

 

経営理念 

１．夢ある農業づくり 

     ふるさとの自然と大地を活かし、安全で良質な農産物生産に努め、夢ある農

業づくりを展開します。 

 

２．心豊かな地域づくり 

     組合員や地域の人達の期待と信頼に応え、新たな文化の創造を通じ、心豊か

な地域社会づくりに貢献します。 

 

３．未来に向けた事業展開 

時代の流れや社会の変化に即応した農協経営を確立し、未来(あす)を展望した

事業活動に取り組みます。 

 

４．たゆまぬ研究開発 

     活力と魅力あふれるＪＡをめざして、たゆまぬ研究開発を行い、新しい価値

の創造に努めます。 

  

５．情熱ある人づくり 

     豊かな感性と旺盛なチャレンジ精神をもった有用な人材を育て、人がいきい

きする職場環境を確立します。 
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２．経営方針 
◇「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」への挑戦 
「農業者の所得増大」や「農業生産の拡大」を達成するため、地域の特性を活かした生産

と有利販売に努めます。また、仕入機能の強化、省力・低コストの肥料・農薬の普及拡大

に取り組みます。 

 

◇「地域の活性化」への貢献 

 総合事業（信用、共済、購買、販売、保管、加工、利用、宅地等）を通じて、組合員と

地域住民の生活インフラの一翼として役割を発揮します。 

 

◇健全経営の為の取り組み 

「健全な経営体質」と「透明感のある組織運営」を構築するため、財務体質の健全性向

上に努め、リスク管理態勢の確立とコンプライアンスを重視した職場づくりに取り組みま

す。 

 

 

３．経営管理体制 
◇経営等の執行体制 
当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総

代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選任された理事により構成される「理事会」

が業務執行を行っています。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務

執行全般の監査を行っています。 

また、信用事業については担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第 30 条に規定す

る常勤監事及び員外監事を設置し、ガバナンスの強化を図っています。 

 
 

４．平成２９年度事業の概況 
「創造的自己改革への挑戦３か年計画」の２年度目として、①農業者の所得増大・農業

生産の拡大、②地域の活性化への貢献、③経営・財務基盤の確立の３つの戦略の実践につ

とめるとともに、組合員・地域住民の皆様の理解醸成（広報活動）に取り組んでまいりま

した。 

特に農業者の所得増大・農業生産の拡大のため、生産資材価格の引き下げを実施しまし

た。さらに、担い手サポートセンターと連携し低コスト生産技術等の農業生産の支援や、

生産コストの引き下げに取り組みました。 

そのほかにも、小売業者（スーパーやコンビニ等）への直接販売や、買取販売の拡大を

進め、生産者の手取り確保に努めるとともに、消費者ニーズに対応した生産販売の提案等、

有利販売に努めてまいりました。 

農業生産の担い手を支援するために、営農指導員の資質向上をはかり出向く体制を強化

するとともに、常勤役員による担い手訪問を実施し、担い手の多様なニーズや意見・要望

の把握およびその対応に取り組みました。 

また、支店・営農支援センター等を拠点としたくらしの活動の展開をはかり、組合員と

の関係性の強化（アクティブメンバーシップの確立）をはかるとともに地域住民との新た

な関係性構築に取り組みました。 

こうした活動については、積極的にトップ広報等に取組むとともに、ホームページや広

報誌を通じ、組織内外に情報を発信してまいりました。 

さらに、不祥事の発生防止や窓口対応の向上をはかるため、コンプライアンス態勢の強
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化や内部統制の整備・運用により、業務の改善・効率化にも取り組んでまいりました。こ

の結果、収支面では事業利益 168 百万円、経常利益 381 百万円、当期剰余金 271 百万円を

計上しました。 

当ＪＡの財務状況については、自己資本の増強と不良債権の処理に取り組んだことから、

自己資本比率(剰余金処分後)は、農林水産省令の基準を大きく上回る 18.36％と、ＪＡ経

営の健全性を維持しております。 

主な事業活動と成果については、以下のとおりです。 

①  信用事業 

貯金については、組合員・利用者から信頼される地域金融機関「ＪＡバンク」とし

てサービスの向上に努めるとともに、各種貯蓄運動を展開しました。また、個人貯金

増強のため、年金振込口座獲得・ＪＡカードの普及運動を展開した結果、実績 1,647

億円となりました。 

貸出金については、融資相談活動を積極的に展開し、組合員・利用者の農業資金、

住宅資金等の拡大に努めた結果、実績 297 億円となりました。 

 

②  共済事業 

   組合員・利用者の満足度向上を目指し、３Ｑ訪問活動とＬＡを中心とした「あんし

んチェック」の実施により、「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供に取り組みまし

た。また、共済窓口担当者（スマイルサポーター）の提案を強化し、自動車共済の継

続率の向上及び契約内容のグレードアップにより万一の際にも安心できる保障の提案

に努めた結果、新契約高 527 億円の実績となりました。 

 

③  購買事業 

  ＜生産資材＞ 

組合員の生産コスト低減を図るため、提案型予約購買の強化と出向く体制による迅

速な情報提供、魅力ある価格設定による事業展開に努めた結果、実績 33 億 8,779 万円

となりました。  

  ＜生活物資＞ 

安全・安心を基本に、組合員・利用者に満足される生活用品の提供に努めた結果、

実績 5億 85 万円となりました。 

  

④  販売事業 

販売事業全般では、実績 101 億 7,933 万円となりました。 

  ＜耕種＞ 

米については、受検組合等組織の協力により、300,982 俵の集荷実績となりました。

1等米比率につきましては、99％となりました。 

また、ＪＡ直販による有利販売に努めた結果、22 億 1,526 万円の実績となりました。 

麦については、7 億 5,235 万円（170,386 俵）の実績となりました。 

大豆については、6,469 万円（8,805 俵）の実績となりました。 

その結果、耕種全体では 31 億 7,713 万円となりました。 

  ＜園芸＞ 

   流通ニーズの多様化に対応し、相対取引、加工業務用、直販の拡大等により有利販

売に努めた結果、青果物は 48 億 8,891 万円、花きは 3億 4,084 万円の実績となりまし

た。 

 ＜畜産物＞ 

料理教室の開催などによる消費宣伝活動や購買者交流会を行い、銘柄確立と有利販

売に努めた結果、17 億 7,243 万円の実績となりました。 
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主要事業及び事業全般の業績は、次のとおりです。      （単位：百万円） 

          平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

貯 金 １６０，４３０ １６１，９３６ １６４，７１６ 

貸 出 金 ３０，２４８ ３０，０６７ ２９，７２７ 

長期共済保有高 ４５５，８８１ ４４４，３５７ ４３２，００８ 

購 買 品 供 給 高 ４，９１３ ４，１０９ ３，８８８ 

販 売 品 販 売 高 １０，３２６ １０，６４５ １０，１７９ 

事 業 利 益 １４０ １６８ １６８ 

経 常 利 益 ３２９ ３６７ ３８１ 

当 期 剰 余 金 ２７３ ２２４ ２７１ 

総 資 産 １７８，９７２ １８０，３０７ １８３，３２７ 

 

◇対処すべき重要な課題 
 

①３０年産の生産調整の見直しに向けた取り組み 

３０年産米から国による生産数量目標の配分廃止等による生産調整の見直しが行われ

ます。本県は需要に応じた生産を推進し需給調整の実効確保を図るため、市町農業再生

協議会から生産者に対し「作付参考値」を示しました。 

当組合では過剰作付とならないよう、組合員が「作付参考値」を踏まえた計画的な生

産に取り組むよう、組合員への理解促進・周知対策や関係機関との調整に取り組みます。 

 

②平成３０年度農業関連対策への取り組み 

  農業者の所得確保に向け、米価下落に対する唯一のセーフティネット対策であるナラ

シ対策にできるだけ多くの生産者が加入できるよう、集落営農組織の設立・育成に取り

組む必要があります。加えて、集落営農組織への支援対策は、農地の保全や担い手確保

の観点からも引き続いて取り組んでまいります。 

  さらに、新規就農者への就農支援対策である農業次世代人材投資事業（旧青年就農交

付金）の活用を行政機関と連携して取り組み、担い手の確保に努めます。 

  なお、３１年度より導入が予定されている収入保険制度については、同制度への加入

を進めるとともに、関係機関と連携して同制度への加入要件である青色申告実施者の拡

大に努めます。 

 

③担い手への個別支援の強化 

  営農指導員及び営農相談員の育成・強化、事業間連携および常勤役員による担い手経

営体に出向く支援体制を強化して個別の担い手経営体のニーズを把握し、「ＪＡグループ

栃木担い手サポートセンター」の支援を得ながら総合的な事業提案を積極的に行い、担

い手経営体の所得増大に貢献します。 

 
 

５．金融商品の勧誘方針 
当組合は、金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者

の皆さまに対して適正な勧誘を行います。 

 

１．組合員・利用者の皆さまの資産運用の目的、知識、経験及び財産の状況を考慮のうえ、

適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。 

２．組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を
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十分に理解していただくよう努めます。 

３．不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組

合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。 

４．電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努め

ます。 

５．組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努め

ます。 

６．販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切

な対応に努めます。 

 

 

６．利益相反管理方針 
当ＪＡは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商

品取引法および監督指針等に基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するた

めの体制を整備します。利益相反管理方針（以下、「本方針」といいます。）は次のとお

りです。 

 

１．対象取引の範囲 

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当ＪＡの行う信用事業関連

業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、

お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 

 

２．利益相反のおそれのある取引の類型 

「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるも

のが考えられます。 

 （１）お客さまと当ＪＡの間の利益が相反する類型 

（取引例） 

○ 秘密保持契約を締結して特定部署が入手したお客さまの情報が他部署に漏洩し、他の

取引に利用される場合。 

○ 抱き合わせ販売や優越的地位の濫用等に該当する取引を行う場合。 

（２）当ＪＡの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型 

（取引例） 

○ 農業法人等の買収において、当ＪＡが買収側・被買収側双方と融資および助言・指導

等の取引関係を有する場合や複数の農業法人に対して経営アドバイス等を行う場合。 

○ グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに違反する場合。 

○ 接待・贈答を受け、または行うことにより、特定の取引先との間で一般的な水準から

乖離した水準で取引を行う場合。 

 

３．利益相反のおそれのある取引の特定の方法 

利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。 

（１）利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型

化します。 

（２）各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引と

して類型化された取引に該当するか確認します。 

（３）利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部

署に報告します。 

（４）各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、

類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、

6



 

利益相反管理統括部署に相談します。 

（５）利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ（必要

に応じて関係部署と協議）、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特

定を行います。 

 

４．利益相反の管理の方法 

当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法に

より当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 

（１）対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 

（２）対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止

する方法 

（３）対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについ

て、当該お客さまに適切に開示する方法（ただし、当ＪＡが負う守秘義務に違反し

ない場合に限ります。） 

（４）その他対象取引を適切に管理するための方法 

 

５．利益相反のおそれのある取引の記録および保存 

利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当ＪＡで定める内部

規則に基づき適切に記録し、保存いたします。 

 

６．利益相反管理体制 

（１）当ＪＡは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当Ｊ

Ａ全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定め

ます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当Ｊ

Ａの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施

し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 

（２）利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定お

よび利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善

いたします。 

 

７．利益相反管理体制の検証等 

当ＪＡは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定

期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

７．金融円滑化にかかる基本方針 
当ＪＡは、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする

地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な

役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適

切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取り組んで参ります。 

 

１． 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、

お客様の特性及び事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めま

す。 

 

２． 当ＪＡは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、

お客さまの経営改善に向けた取り組みをご支援できるよう努めて参ります。 

    また、役職員に対する研修等により、上記取り組みの対応能力の向上に努めて参り
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ます。 

    

３． 当ＪＡは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合

には、お客さまの知識等に応じて、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うよう努め

て参ります。 

 また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説

明するよう努めます。 

 

４． 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問

い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの

理解と信頼が得られるよう努めて参ります。 

 

５． 当ＪＡは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ＡＤＲ

手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者

再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等（政

府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。）と緊密な

連携を図るよう努めて参ります。 

また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客

さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。 

 

６． 当ＪＡは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出

来るよう、必要な体制を整備いたしております。 

具体的には、 

（１） 組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」 

にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。 

（２） 信用事業担当常務を「金融円滑化管理責任者」として、当ＪＡ全体におけ 

る金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。 

（３） 各店舗に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各店舗における金融円滑化 

の方針や施策の徹底に努めます。 

 

７． 当ＪＡは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性及び有効性を

定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

８．地域貢献情報 
(１)地域貢献に対する考え方 

   当ＪＡは、小山市・野木町・下野市の一部(旧石橋町・国分寺町)を事業区域として、

農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助を共通の理念として

運営される協同組織です。当ＪＡの資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預

かりした大切な財産である「貯金」を源泉としております。当ＪＡでは資金を必要と

する組合員の皆様方や地方公共団体などにもご利用いただいております。     

また、ＪＡの総合事業を通じて地域の協同組合として、農業や助け合いを通じた社

会貢献に努めています。 
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(２)地域からの資金調達の状況 

貯金・積金平均残高 

組 合 員 等 １３１，４１８百万円 

 うち地方公共団体等 ４，５１０百万円 

そ の 他 ３０，８５４百万円 

合 計 １６２，２７２百万円 

 

(３)地域への資金供給の状況 

 ①貸出金平均残高 

組 合 員 等 １５，４８０百万円 

そ の 他 １４，５１０百万円 

 うち地方公共団体等 １０，７９７百万円 

合 計 ２９，９９０百万円 

 

②融資取扱状況（平均残高）  

住 宅 ロ ー ン ８，４８８百万円 

教 育 ロ ー ン ４２百万円 

自 動 車 ロ ー ン ３３６百万円 

営 農 ロ ー ン １０５百万円 

農 業 資 金 ９４６百万円 

日本政策金融公庫資金  ― 百万円 

農 業 近 代 化 資 金 ３１１百万円 

畜 産 特 別 資 金 ― 百万円 

災 害 条 例 資 金 ― 百万円 

そ の 他 制 度 資 金 ５５百万円 

公 共 資 金 １０，７９７百万円 

そ の 他 ８，９１０百万円 

合    計 ２９，９９０百万円 

 

  ※ 上記のうち、「日本政策金融公庫資金、農業近代化資金、畜産特別資金、災害条例

資金等」は、制度融資といい、農業生産の振興や農業後継者の育成などを目的に、

国等が一定の制度に基づいて行う金融のことを言います。 

制度融資には、大別して、国・県の財政資金による融資と、ＪＡ資金を原資とし

て融資を行い、国、地方公共団体が利子補給を行う制度があります。 

前者の代表的なものは日本政策金融公庫資金（農業改良資金、就農支援資金含む）

であり、後者の代表的なものは農業近代化資金、畜産特別資金となっています。 

 

(４)文化的・社会的貢献に関する事項 

 ①文化的・社会的貢献に関する事項 

   ＪＡは農業者が中心となって構成され、地域農業の振興を図り、消費者に安全で安

心な農畜産物を安定的に供給することを基本使命としています。このため、農業関連

を中心とした総合的な事業を展開しております。組合員以外の一般の方にも各種事業

を利用していただくことにより、地域経済・社会の発展に寄与する社会的責任、金融

機関の一員として信用の維持・貯金者の保護を確保する公共的使命などを果たしてい
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ます。 

   また、次代を担う児童・生徒たちに対しては、学校給食に地元農畜産物を提供した

り、図画・作文コンクールの開催など、農業への関心を高める取り組みを行う一方、

高齢者福祉活動による介護予防講座やミニデイサービスの提供なども行っています。 

   あわせて、平成 11 年には「日光杉並木」のオーナーとなり、世界遺産を後世に残す

取り組みの一翼を担うことで文化的貢献を果たしております。 

    

 ②組合員・利用者との関係性強化 

   当ＪＡでは、組合員相互の親睦を図るとともに、地域の皆さまとの結び付きを強化

するため、毎年「ＪＡまつり」を開催するなど、利用者ネットワークづくりへの取り

組みを行っております。 
 ２９年度開催状況 活動内容・実績 対象者 

ＪＡまつり 

 

桑 会 場 

 

優良農家表彰、お米のつかみどり、

地元産農産物販売、チャリティバザ

ー、模擬店、抽選会、カラオケ・歌

謡ショー等 

組合員・ 

地域住民 

 

東 部 会 場 

優良農家表彰、お米のつかみどり、

地元産農産物・牛肉の販売、チャリ

ティバザー、模擬店、抽選会、カラ

オケ・歌謡ショー、図画展等 

 

西 部 会 場 

優良農家表彰、お米のつかみどり、

地元産農産物・牛肉の販売、チャリ

ティバザー、模擬店、抽選会、カラ

オケ・歌謡ショー、図画展等 

 

石 橋 会 場 

 

優良農家表彰、お米のつかみどり、

地元産農産物販売、チャリティバザ

ー、模擬店、抽選会、カラオケ、歌

謡ショー、図画展等 

 

国 分 寺 会 場 

 

優良農家表彰、お米のつかみどり、

地元産農産物販売、チャリティバザ

ー、模擬店、抽選会、カラオケ・歌

謡ショー、お囃子等 

絹 会 場 

優良農家表彰、お米のつかみどり、

地元産農産物販売、模擬店、抽選会

等 

 

③情報提供活動 

   組合員の皆さま向けに、広報誌「ぐりーん・ぴあ」を毎月発行し、ＪＡの事業や地

域の情報を提供しています。 

   また、地域住民の皆さまへの情報発信として、コミュニティー誌を年３回発行する

ほか、インターネット上にホームページを開設して情報提供に努めるとともに、皆さ

まからの情報やご意見等を eメールでも受け付けています。 

   ホームページ http://www.ja-oyama.or.jp/ 

      ｅメール    pia@ja-oyama.or.jp 

 

９．リスク管理の状況 
◇リスク管理態勢 
金融の自由化、国際化の進展、規制緩和等が急速に進展する中で、ＪＡの業務はますま

す多様化し、ビジネスチャンスが拡大する一方で、管理するリスクも複雑多岐にわたり、
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量的にも拡大しています。そのような中で、ＪＡ経営においては、自己責任に基づき様々

なリスクを的確に把握し、管理していくことが求められています。 

当ＪＡは、このようなリスクを十分認識し、経営の健全性維持と安定的な収益性、成長

性の確保を図るため、リスク管理体制の充実・強化に努めます。 

このために、諸規程、要領等を整備して、リスク管理の一環として位置付けるとともに、

信用リスク・市場関連リスク・流動性リスク・事務リスク・システムリスク等各種リスク

に対応した管理方針を整備し、役職員に徹底することにより、リスクの種類に応じた管理

を徹底します。 

なお、共済事業については、全国共済農業協同組合連合会が定めた「ＪＡ共済コンプラ

イアンス・リスク管理方針」に従い、管理運営します。 

 

(１)信用リスク 

信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化等により、貸出金、購買未収金等の元本や

利息の回収が困難となり、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、一定金額以上の貸出先に対する貸出等に係る審査は本店の審査部門が担

当し、貸出資産の健全性の維持・向上に努めます。審査にあたっては、特定の業種及び

貸出先に偏ることのないよう留意するとともに、個別案件についても担保価値のみにと

らわれることなく、貸出先の信用力、事業内容及び成長性を十分審査し、信用リスクの

管理を徹底します。なお、大口信用供与については、理事会に附議するとともに、その

信用供与先の経営状況等について定期的に理事会に報告します。 

また、信用リスクを管理するために資産査定（自己査定）を実施して、信用リスクの

程度に応じた適正な償却・引当を行います。 

さらに、市場関連取引にかかる信用リスクについては、取得に際しての格付け基準を

設定するとともに、発行体毎に与信状況を定期的に管理します。 

なお、融資、資金運用部門の担当者については、通信教育等の研修カリキュラムを実

施するなど与信管理能力の向上に取り組みます。 

 

(２)市場関連リスク 

市場関連リスクとは、資産（貸出金・有価証券など）・負債（貯金など）双方の金利

変動に伴う「金利リスク」、株式や債券などの価格の変動に伴う「価格変動リスク」、外

国為替相場の変動に伴う｢為替リスク」並びにこれに関するリスクのことです。 

当ＪＡでは、余裕金運用にかかる理事会に次ぐ意思決定機関として、ＡＬＭ委員会を

設置・運営し、理事会で定めた運用方針に基づき、資産・負債構成のバランス状況、市

場リスクの管理方針・運用方針の策定、運用状況やリスク管理の状況等について、過大

なリスクを負担していないか等を確認・協議します。これらの運用状況やリスク管理の

状況等については、定期的に理事会に報告します。 

 

(３)流動性リスク 

流動性リスクとは、ＪＡの財務内容の悪化や信用の失墜により、必要な資金の確保が

できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金

利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）と、

市場の混乱等により市場において取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格

での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことで

す。 

当ＪＡでは、ＡＬＭ委員会においてＪＡ全体の資金繰りリスクを統合管理します。ま

た、こうしたリスクに対応するため、常に資金バランスに留意し、適正な支払準備資産

を確保します。 

 

11



 

(４)事務リスク 

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことに

より、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、全ての業務に常に事務リスクが存在することを認識し、規程・要領等の

整備や研修・指導の充実に努めます。さらに、不正・不祥事件に対しては、迅速かつ適

切な対応をします。 

また、事務ミス等の組織的な把握、管理、再発防止策の取り組み徹底等日常の事務リ

スクに対応するとともに、監査室を設置し、内部監査の充実・強化により、規程等の遵

守状況をチェックし、事故の未然防止のための管理態勢を厳しく監査します。 

 

(５)システムリスク 

システムリスクとはコンピュータ・システムの停止又は誤作動など、システムの不備

等やコンピュータが不正に使用されることにより、ＪＡが損失を被るリスクのことです。 

当ＪＡでは、系統グループである中央会・農林中金・全農・全共連等と連携の上、コ

ンピュータ・システムの安定稼動のため、安全かつ円滑な運用に努めます。 

また、コンピュータの不正利用防止についても日常のチェックシステムや各種監査に

よるチェック体制を整備して事故防止に努めます。 

さらに、顧客情報の保護等セキュリティ管理や防犯・防災等に細心の注意を払い、シ

ステムの安全性・信頼性の維持を図ります。 

 

 

(６)法務リスク管理 

法務リスクとは、ＪＡ経営、取引等に係る法令・定款、規程等に違反する行為並びに

その恐れのある行為が発生することで、当ＪＡの信用の失墜を招き、当ＪＡが損失を被

るリスクです。 

ＪＡ事業は信用・共済・経済等の幅広い活動を通じて、地域社会の発展と組合員のよ

り豊かな生活設計へのお手伝いをさせていただくという、社会的使命と責任を担ってい

ます。これらの責任に加えて、ＪＡの一挙手一投足が地域経済全体に大きな影響を及ぼ

すことになります。 

当ＪＡでは、経営理念・基本理念・コンプライアンスマニュアル等に則り、リスクを

適切に把握・管理し、コンプライアンス態勢の構築を図ります。 

 

(７)評判リスク 

評判リスクとは、資産の健全性や収益力、自己資本、規模、成長性、利便性などＪＡ

の評判を形成する内容が劣化し、ＪＡへの安心度、親密度が損なわれることにより、Ｊ

Ａの評判が低下するリスクのことです。 

当ＪＡに対する評判を適切に把握し、積極的にＪＡの経営内容を情報開示することに

より、組合員・利用者から信頼される経営を目指します。 

 

(８)その他リスク 

その他のリスクとは、上記リスク以外の法令等の制定・改廃、新商品の発売、新規業

務の開始等に伴い被る様々なリスクのことです。 

当ＪＡでは、各々のリスク管理部署が経営方針に則り、適切にリスクを把握・管理す

ることにより、的確なリスク管理態勢の構築を進めます。 

            

◇法令等遵守態勢 
金融機関の業務内容、直面するリスクの多様化、複雑化という情勢を踏まえ、徹底し

た自己責任原則に基づき、法令等を遵守し、透明性の高い経営を行っていくことにより、
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金融機関としての社会的責任を果たしていくことがより一層求められていると認識して

おります。 

そのため、当ＪＡの役職員の行動規範としての｢コンプライアンス･マニュアル｣を制定

し､役職員一人一人がその趣旨を踏まえて日常の業務運営に取り組んでおります。 

また、ＪＡグループ内におけるコンプライアンス態勢の一環として、ＪＡ栃木ヘルプ

ライン(ＪＡグループ内部告発制度)を構築しております。ＪＡの役職員等からの通報に

より、早期に問題点を発見し、不祥事の未然防止並びに内部けん制機能の強化に努めて

おります 

受付電話番号  ＪＡ職員に係わる事項 028-616-8555 

ＪＡ役員に係わる事項  028-616-1933（宇都宮中央法律事務所） 

 

◇反社会的勢力等の排除に向けた取り組み 
当ＪＡは、「反社会的勢力等への対応に関する基本方針」等を設定し、組合員加入をは

じめ各種取引からの排除に取り組んでおります。 

 

◇プライバシーポリシー 
当ＪＡは、個人情報保護に対する社会的要請を十分に認識し、組合員等利用者の皆様の

個人情報の適正な取扱いを推進していくことが、公共性を有するＪＡとしての重大な社会

的責務と考えております。 

当ＪＡは、このような責務を十分果たしていくとともに、安全・安心なサービスを提供

し、皆様に信頼されるＪＡであり続けるため、以下の個人情報保護方針に従い、個人情報

の保護に積極的に取り組んでおります。 

 

小山農業協同組合個人情報保護方針 
小山農業協同組合(以下「当組合」といいます。)は、組合員・利用者等の皆様の個人情

報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、

以下の方針を遵守することを誓約します。 

１．関連法令等の遵守 

当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保

護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員

会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 

  個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報

で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。 

  また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号利用法」といいます。）その

他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められ

た義務を誠実に遵守します。 

  特定個人情報とは、番号法第２条８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情

報をいい、以下も同様とします。 

２．利用目的 

当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらか

じめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、そ

の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報

においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超

えた利用は行いません。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、
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取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取

得する場合には、あらかじめ明示します。 

３．適正取得 

   当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得します。 

４．安全管理措置 

当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の

内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委

託先を適正に監督します。 

   個人データとは、保護法第２条第６項が規定する、個人情報データベース等(保護法

第２条第４項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。 

５．匿名加工情報の取扱い 

   当組合は、匿名加工情報（保護法第２条第９項）の取扱いに関して消費者の安心感・

信頼感を得られるよう、保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会のガイドライ

ン、認定個人情報保護団体の個人情報保護指針等に則して、パーソナルデータの適正

かつ効果的な活用を推進いたします。 

６．第三者提供の制限 

当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同

意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。 

また、当組合は、番号法第１９号各号により例外として扱われるべき場合を除き、

ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。 

７．機微（センシティブ）情報の取り扱い 

当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合へ

の加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報）については、法令等に基づく場合

や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利

用・第三者提供はしません。 

 

８．開示・訂正等 

当組合は、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じ

ます。保有個人データとは、保護法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

９．苦情窓口 

当組合は、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組

み、そのための内部体制の整備に努めます。 

１０．継続的改善 

当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の

継続的な改善に努めます。 

                                   以 上 
 

◇金融ＡＤＲ制度への対応 
①苦情処理措置の内容 

  当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その

内容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連

とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 

  当ＪＡの苦情等受付窓口（受付電話番号 0285-25-3710 月～金 8 時 30 分～17 時）。 

  その他各支店でも受付を行っております。 

②紛争解決措置の内容 

  当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。 

  ・信用事業 

①の窓口または栃木県ＪＡバンク相談所 
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（受付電話番号 028-616-8555）にお申し出下さい。必要により埼玉弁護士会

と協議をいたします。 

 

   ・共済事業 

①の窓口または下記にお問い合わせ下さい。 

     ＪＡ共済相談受付センター       （受付電話番号 0120-536-093） 

      （一社）日本共済協会共済相談所    （受付電話番号 03-5368-5757） 

      （一財）自賠責保険・共済紛争処理機構 （受付電話番号 03-5296-5033） 

      （公財）日弁連交通事故相談センター   （受付電話番号 03-3581-4724） 

      （公財）交通事故紛争処理センター     （受付電話番号 03-3346-1756） 

     日本弁護士連合会 弁護士保険ＡＤＲ  （受付電話場号 0570-783-110）  

 

◇内部監査体制 
内部監査部門については事業推進部門から独立して設置し、経営全般にわたる管理及び

各部門の業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検証・評価し、改

善事項の勧告などを通じて業務の運営の適切性の維持・改善に努めています。 

内部監査は、ＪＡの本店・支店・営農支援センターのすべてを対象とし、年度の内部監

査計画に基づき実施しています。監査結果は代表理事組合長及び監事に報告したのち被監

査部門に通知され、定期的に被監査部門の改善取組状況をフォローアップするとともに、

監査結果の概要は定期的に理事会に報告しています。 

 

◇貸出運営の考え方 
貸出の運営については、定款及び信用事業規程を遵守し、健全な運営を図ります。特に、

専任担当者の配置により、融資審査・管理・回収・債権保全に万全を期し、より一層の信

用確立に努めます。  

 

 

１０．自己資本の状況 
 

◇自己資本比率の状況 
当ＪＡでは、多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者のニーズに応え

るため、財務基盤の強化を経営の重要課題として取り組んでいます。内部留保に努める

とともに、不良債権処理及び業務の効率化等に取り組んだ結果、平成 30 年 2 月末におけ

る自己資本比率は、国内業務のみを営む金融機関の基準である４％を大きく上回る

18.36％（前年度 19.93％）となりました。 

 

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実 
当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資 3,694 百万円（前年度 3,720 百万円）によっ

ています。なお、全額コア資本に係る基礎項目に算入しています。 

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資本

比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスク（業務の過程、

役職員の活動もしくは、システムが不適切であること又は外生的な事象による損失を被

るリスク）の管理及びこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、

内部留保の積み増しにより計画的に自己資本の充実に努めています。 
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１１．主な事業のご案内 
（１）主な事業の内容 

ＪＡは、さまざまな事業部門をもった総合的な事業体です。事業の利用は組合員及び

地域の皆様にも広くご利用いただくことができます。 

また、ファイナンシャルプランナーを配置し、組合員・利用者のライフスタイルやニ

ーズ（貯蓄計画、税金対策、相続問題等）に応じた総合的な生活設計計画（ライフプラ

ン）を提案しております。 

次に主な事業内容についてご案内いたします。 

 

□信用事業   

 信用事業は、貯金、融資、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を指します。

この信用事業は、ＪＡ・農林中金という二段階の組織が有機的に結びつき､実質的にひとつ

の金融機関として機能するＪＡバンクシステムとして大きな力を発揮しています。 

あわせて、皆様からお預かりした大切な貯金を守るため、法律に基づく公的な制度であ

る貯金保険制度に加え､ 全国のＪＡが互いに協力しあって安心を支える破綻未然防止シス

テムの二重の仕組み (ＪＡバンク･セーフティーネット)を築いています。 

また、信用事業債権に占める不良債権の割合(金融再生法開示債権)は、2.01％であり、

今後も債権管理に万全を期すと共に、皆様の信頼に応えることを常に考え、堅実で健全な

経営を心がけていきます。 

 

●貯金業務 

  組合員はもちろん、地域にお住まいの方をはじめ幅広い利用者の皆様からの貯金をお

預かりしております。当座貯金、普通貯金、定期貯金などの各種商品を、目的や期間、

金額にあわせてご利用いただいております。 

 

《主な商品のラインアップ》 

当座貯金 お支払いに小切手や手形をご利用いただける貯金です。事業用の

口座としてたいへん便利となっております。 

普通貯金 お預け入れ・お引き出しが自由にできる貯金です。公共料金等の 

自動引き落としや、給与・年金の自動振込、配当金等の自動受け 

取りなどの機能が利用できる点で、日常生活に必要なお金を財布 

代わりに出し入れできる利便性を持っています。 

但し、ＡＴＭによる一日当たりの利用限度額は、原則として５０

万円となっております。また、ペイオフでも全額保護される決済

用貯金も取り扱っております。      

総合口座 「ためる、使う、借りる」をひとつにした万能口座です。普通貯

金と定期貯金とが一冊の通帳でご利用できます。必要な時にはお

預かりしている定期貯金・定期積金・積立式定期貯金残高の 90％

以内、最高 300 万円までを自動的にご融資させていただくことも

可能です。    

通知貯金 まとまったお金の短期間運用に最適な貯金です。据置期間（７日

間）経過後はお引き出しが可能となりますが、その場合には、２

日以上前にお知らせ下さい。 

貯蓄貯金 普通貯金と同じように出し入れ自由で、短期のお預け入れに最適

です。金利は、お預入残高に応じて、段階的に有利になります。

（金利情勢により、金利が同じになる場合があります。） 
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スーパー定期貯金 いくらからでもお預け可能な、身近な定期貯金です。お預け入れ

時の金利が満期日まで変わらない確定利回りです。期間は１か月

～５年以内で、３年以上のものは半年複利で計算される商品をお

選びいただけます。 

大口定期貯金 最低預入金額が１千万円以上の貯金です。市場金利を反映した有

利な利率で運用し、多額の資金をさらに大きく増やす貯金です。

１か月～５年以内の期間でプランにあわせてお預け入れできま

す。 

期日指定定期貯金 据置期間（１年）を経過すれば、ご自由に満期日の指定ができる 

ほか、一部支払の取扱いもでき、大変便利な定期貯金です。さら

に、お利息を１年複利で計算しますので、長く預けるほど有利で

す。 

変動金利定期貯金 ６か月ごとに利率を見直し、新しい利率で運用する貯金です。 

お預け入れ期間は３年で、お利息を半年複利で計算します。 

積立定期貯金 将来に備えてまとまった資金を貯めていただくのに最適な定期

貯金です。口座開設時に積立期間や満期日を定めないで積立を行

い、必要な時期に必要な金額の解約を行うことができる「エンド

レス型」と満期日を設定し、口座開設時から積立期限日までの間

で積立を行い、その満期日以後に一括して支払う｢満期型｣があり

ます。 

定期積金 将来の生活設計のため、ご結婚の準備、事業の拡張など長期計画

に備えて資金を蓄えるのに最適です。１回の掛金が千円以上、期

間は６か月～７年以下となっていますので、プランに沿って無理

なく目標達成ができます。 

その他にも、納税準備貯金、一般財形貯金、財形年金貯金、財形住宅貯金、譲渡性貯金

を取り扱っております。 

 

 

●融資業務 

組合員や地域住民の皆様へ住宅ローンやマイカーローンなど、各種ローン商品を提供

しているほか、農業者・事業者の皆様へのご融資を行っております。 

また、地方公共団体、農業関連産業などへもご融資し、地域経済の質的向上・発展に

貢献しております。 

さらに、㈱日本政策金融公庫等の融資の申込みのお取次ぎもしております。 

 

《主な商品のラインアップ》 

マイカーローン 新車や中古車の購入をはじめ、修理・車検費用など、さまざまな

用途にご利用いただけます。 

カードローン あらかじめ決められたお借入れ枠の範囲内なら、いつでも何回で 

もご利用いただけます。急な出費の際の強い味方です。 

住宅ローン マイホームの新築・増改築、中古住宅の購入、土地購入など幅広

くご利用いただけます。他金融機関等ですでにご利用の住宅ロー

ンの借り換えにもご利用いただけます。 

教育ローン お子様の入学金や授業料はもちろん、アパート代や下宿代等の住

居費など、教育に関するさまざまな用途にご利用いただけます。 

リフォームローン 住宅の増改築・改装・補修及び、システムキッチン・造園・物置

など住宅関連設備にお役立ていただけます。 
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●為替業務 

全国ＪＡ・信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と為

替綱で結び、当ＪＡの窓口を通して全国どこの金融機関へでも振込・送金や手形・小切

手等の取立が安全・確実・迅速にできる内国為替をお取扱いしております。 

 

●国債窓口販売 

国債の窓口販売の取扱いをしております。個人向け国債及び新窓販国債は毎月発行さ

れます。 

 

●サービス・その他 

当ＪＡでは、次のようなサービスを提供しています。 

・ コンピューター・オンラインシステムを利用して、各種自動受取り、各種自動支

払いや事業主の皆さまの給与振込サービス、自動集金サービス、口座振替サービス、

デビットカードサービスなどのお取扱い。 

・ パソコンや携帯電話からインターネットを利用し、年中無休で 24 時間いつでも残

高照会や振込・振替等ができる「ＪＡネットバンク」サービス。 

・ 全国のＪＡでの貯金の出し入れや銀行、郵便局、信用金庫、更にはセブン銀行・

イーネット・ローソンのＡＴＭなどでも現金引き出しのできるキャッシュサービス。 

・ ＪＡ窓口に出向くことなく自宅や、外出先からネットバンク経由で、国・地方公

共団体等への税金、公共料金等の各種料金の支払いができるマルチペイメントネッ

トワークサービス。 

・ 組合員・利用者の皆さまに安心、便利で多彩なサービスの一環としてご提供して

いるＪＡカード（クレジットカード）のお取扱い。 

また、ＩＣキャッシュカード機能とクレジット機能が一枚となった便利な一体型

カードの取り扱い。 

   その他、近時、社会問題となっております偽造キャッシュカード等金融詐欺犯罪

対策として、本人確認の徹底、ホームページ等での注意喚起、ＡＴＭにおける覗き

見防止措置、更には手のひら生体認証システムにより安全性を向上させたＩＣキャ

ッシュカードの発行など、各種対策を講じております。 

 

●ご利用者対応 

「ＪＡバンク相談所」をＪＡ栃木中央会内に設置し、ＪＡの信用事業に関する苦情等

の受付をしております。利用者からの苦情等の申し出があった場合は、これを誠実に受

け止め、円滑な解決が図られるよう取り組んでおります。 

（受付電話番号 028－616－8555） 

また、通帳やカードの盗難・紛失等があったときの事故防止のため、「監視センター」

を設置し 24 時間体制で対応しております。利用者が安心してＪＡの信用サービスを受け

られるよう努めております。           （受付電話番号 0120－08－2065） 
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◇手 数 料 一 覧 
〔為替手数料〕                          （消費税込） 

種 類 区  分 当組合本支店 他金融機関 

送金手数料 普通扱い 1 件につき ４３２円 ６４８円 

振込手数料 

電信扱い 
３万円未満 １件 ２１６円 ５４０円 

３万円以上 １件 ４３２円 ７５６円 

文書扱い 
３万円未満 １件 ２１６円 ４３２円 

３万円以上 １件 ４３２円 ６４８円 

自 動 機 

カード扱い 

３万円未満 １件 １０８円 ４３２円 

３万円以上 １件 １０８円 ６４８円 

代金取立手数料 

（隔地間） 

至急扱い １通につき  ８６４円 

普通扱い １通につき  ６４８円 

その他諸手数料 

送金・振込の組戻料     １件につき         ６４８円 

不渡手形返却料       １通につき         ６４８円 

取立手形組戻料       １通につき         ６４８円 

取立手形店頭呈示料     １通につき         ６４８円 
ただし、６４８円を超える取立経費を要する場合は、その実費を徴する。 

離島回金料                        無 料 

 

〔ＡＴＭ手数料〕                      （消費税込） 

 稼働時間 ＪＡバンク ＪＦマリン 三菱ＵＦＪ 他金融 

入 

金 

平日 8：45～19：00 無料    

休日 
9：00～17：00 

（土・日曜・祝日） 
無料 

出 

金 

平日 
8：45～18：00 無料 無料 無料 108 円 

18：00～19：00 無料 無料 108 円 216 円 

土曜 
9：00～14：00 無料 無料 108 円 108 円 

14：00～17：00 無料 無料 108 円 216 円 

日曜・祝日 9：00～17：00 無料 無料 108 円 216 円 

※提携金融機関のキャッシュカードを当ＪＡのＡＴＭで使用した場合の手数料 

※12 月 31 日の扱いは、その日の曜日を適用します。              
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提携金融機関等 ゆうちょ銀行 イーネット LANS 

入 

金 

平日 

8：00～8：45 108 円 108 円 108 円 

8：45～18：00 108 円 無料 無料 

18：00～21：00 108 円 108 円 108 円 

土曜 

9：00～14：00 108 円 無料 無料 

14：00～17：00 108 円 108 円 108 円 

17：00～19：00  108 円 108 円 

日曜・祝日 
9：00～17：00 108 円 108 円 108 円 

17：00～19：00  108 円 108 円 

出 

金 

平日 

8：00～8：45 108 円 108 円 108 円 

8：45～18：00 108 円 無料 無料 

18：00～21：00 108 円 108 円 108 円 

土曜 

9：00～14：00 108 円 無料 無料 

14：00～17：00 108 円 108 円 108 円 

17：00～19：00  108 円 108 円 

日曜・祝日 
9：00～17：00 108 円 108 円 108 円 

17：00～19：00  108 円 108 円 

 

〔ＪＡネットバンク手数料〕                  （消費税込） 

 当ＪＡ管内 県内ＪＡ 他行（県外ＪＡ） 

振込手数料 

（３万円未満） 
無 料 １０８円 ３２４円 

振込手数料 

（３万円以上） 
無 料 ２１６円 ５４０円 

 

〔貯金業務取扱手数料〕                      （消費税込） 

 基準 金 額  基 準 金 額 

残高証明書 1 通 ２１６円 小切手帳 １冊 ５４０円 

その他証明書 〃 ２１６円 約束手形 １枚 １０８円 

再
発
行 

通 帳 １冊 ５４０円 マル専手形 〃 １０８円 

証 書 １枚 ５４０円 〃口座開設 １口座 ３，２４０円 

ＩＣキャッシュカード※ 〃 １，０８０円 口座振替 １回 ５４円 

ＪＡカード（一体型） 〃 無料 

円貨両替 

両替枚数 1～100 枚 無料 

ＩＣキャッシュカード新規発行 〃 無料  〃  101～500 枚 ２１６円 

ＩＣキャッシュカード更新手数料 〃 無料  〃  501～1000 枚 ４３２円 

ＪＡカード（一体型）新規発行 〃 無料   〃 1001～2000 枚 ６４８円 

入 金 帳 １冊 ４００円 2001 枚以上 1000 枚毎に 432 円加算 

 取引履歴検索 （１口座又は１取引先） １，６２０円 

※磁気キャッシュカードからＩＣキャッシュカードへの切替再発行は無料です。 
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〔貸付業務取扱手数料〕                   （消費税込）単位：円  
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□共済事業 

共済とは、生活を取り巻くさまざまなリスク(ケガ・病気、火災・自然災害、交通事故

など)に対して、組合員があらかじめ一定の「共済掛金」を拠出して協同の財産を準備し、

不測の事故などが生じた場合に「共済金」として支払う事によって、組合員やその家族

に生じる経済的な損失を補い、生活の安定を図る相互扶助(助け合い)の保障制度です。 

ＪＡ共済は、ＪＡとＪＡ共済連がそれぞれの役割を担い、組合員・利用者の皆様に「ひ

と・いえ・くるまの総合保障」を提供しています。 

なお、経営の健全性と事業の安定性を測る指標として支払余力（ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ）比率

がありますが、ＪＡ共済連の平成 29 年 3 月期は、898.5％（前年度 797.7％）で、経営

の健全な水準とされる200％を大きく超えており、十分な支払余力を確保しております。 

ＪＡ共済は組合員・利用者の皆様の多様化するニーズに応えるため、ライフアドバイ

ザー（ＬＡ）が組合員・利用者の皆様のお宅へ訪問し、コミュニケーションの強化を図

り、一人ひとりのライフスタイルの変化やニーズにあった保障を提供するとともに、共

済金をもれなくご請求いただくため、３Ｑ訪問活動を展開しています。また、スマイル

サポーターが支店での窓口対応や電話応対を通じて組合員・利用者の皆様へさまざまな

情報提供、提案を行っています。 

さらに、地域貢献活動を行っており、病気や事故等の未然防止を目的として、健康管

理・増進活動や交通事故対策活動（交通安全教室等）を実施するほか、万一の際の事後

支援として、災害救援活動や交通事故被害者の社会復帰支援活動などを実施しています。

また、書道やポスターコンクール等の文化支援活動やＪＡくらしの活動、地域農業振興

に関する支援活動を行っております。 

 

●長期共済 

共済期間が長く（通常５年以上）、事故があったとき、又は満期のときに共済金を支払

います。主なものは次の通りです。 

 

《主な商品のラインアップ》 

終身共済 一生涯にわたって万一のときを保障するプランです。ニーズに合わせ

て、特約を付加することにより保障内容を自由に設計できます。 

引受緩和型終身共済 健康に不安がある若年層から中高年層の終身保障ニーズに幅広く対応

するため、加入しやすい「手続きが簡便で加入間口の広い」プランです。 

一時払終身共済 満期共済金や退職金等の一時資金を活用した長期資金確保・相続対策ニ

ーズに応えることができ、加入手続きが簡便なプランです。 

養老生命共済 万一のときの保障とともに、満期時に生存していれば満期共済金が支払

われる貯蓄の機能をあわせもつプランです。 

こども共済 お子さまの教育資金の備えと、万一のときを保障するプランです。ご契

約者さまが万一のときは、満期まで毎年養育年金をお支払するプランも

あります。 

定期生命共済 万一のときや、第 1 級後遺障害状態・重度要介護状態を一定期間保障す

る、掛捨てタイプのプランです。 

がん共済 がんによる入院・手術を保障するプランです。がん診断時や、再発・長

期治療のときは一時金をお支払いします。ニーズにあわせて、先進医療

保障も加えることもできます。 

介護共済 所定の要介護状態となったときの資金準備のためのプランです。公的介

護保険制度と連動しており、介護の不安をわかりやすく保障します。 
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一時払介護共済 まとまった資金を活用して、一生涯にわたって介護に備えることができ

るプランです。 

医療共済 病気やケガによる入院・手術を手厚く保障するプランです。ニーズあわ

せて、保障期間や共済掛金払込期間が選べるほか、先進医療保障を加え

たり、三大疾病保障を充実させることもできます。 

引受緩和型医療共済 健康に不安がある方でも、簡単な告知でご加入でき、病気やケガによる

入院・手術を手厚く保障するプランです。 

予定利率変動型年金共済 老後の生活資金準備のためのプランです。医師の診査なしの簡単な手続

きで加入できます。最低保証予定利率が設定されているので安心です。 

建物更生共済 火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また

保障期間満了時に、満期共済金をお受取りいただけます。 

 

●短期共済 

共済期間が短く（５年未満）、事故があったときに共済金が支払われます。 

主なものは次の種類のとおりです。 

なお、自動車共済・自賠責共済は、自動車販売会社や修理工場などの共済代理店にお

いて、ＪＡの営業日・営業時間以外であっても共済契約の締結ができます。 

《主な商品のラインアップ》 

自動車共済 

(クルマスター) 

自動車事故による相手方への賠償保障はもちろんのこと、ご自身

やご家族の乗車中や歩行中等の自動車事故による損害を過失割

合に関係なく保障するとともに、お車の損害や付随的に発生する

諸費用まで幅広く保障します。 

自賠責共済 自動車・バイクには法律で加入が義務づけられています。人身事

故の被害者への賠償責任を保障します。 

火災共済 建物や建物内に収容されている動産が火災や落雷、破裂、爆発な

どによって損害を受けたときに保障します。 

傷害共済 日常生活での不慮の事故による死亡・負傷に応じて定額の共済金

が支払われる共済です。 

賠償責任共済 日本国内で発生した日常生活や農作業などに起因する事故によ

り、損害賠償責任を負担した場合に保障する共済です。 
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●共栄火災保険商品 

共栄火災保険商品の取扱いをしております。代表的な商品は次のとおりです。 

ＪＡ安心倶楽部 ＪＡ組合員のケガ（地震等によるケガを含む。）による死亡や後遺

障害､入院・通院､自転車事故等の日常生活における他人への賠償

責任（示談代行サービス付）および携行品の損害など､日常生活の

リスクを総合的に補償する。 

ＪＡ自転車倶楽部 自転車事故をはじめとした日常生活における賠償責任（示談代行

サービス付）と交通事故等によるケガを補償する､ＪＡ組合員向け

の商品。 

個人用火災総合保険 

（Happy Home２） 

（安心あっとホーム） 

火災事故はもちろんのこと風災・水災等の自然災害に至るまで幅

広い補償をニーズに応じて提供する､掛捨型の火災保険商品。

「Happy Home２」は住宅ローン利用者向けの商品､「安心あっと

ホーム」は住宅ローン利用者向け以外の商品。 

海外旅行保険 海外旅行における傷害を幅広く補償する保険です。 

ゴルファー保険 ゴルフのプレイ中、練習中などの本人のケガ、誤って他人にケガ

をさせたり、他人の物を壊して損害を与え法律上の賠償責任を負

った場合、用具の盗難・損害、ホールインワン、またはアルバト

ロス達成時の補償がワンセットになった保険です。 

 

□販売事業 

販売事業は、組合員が生産した農産物などを共同で販売することで、より高い収入が

得られるようにしていこうというものです。 

消費者の皆様のニーズに応じた「安全・安心な農産物」を安定的に提供できるよう生

産・販売体制の強化に取り組んでいます。また、地産地消運動を推進し、地元で生産さ

れた農産物を地域の皆様に提供するため、直売所の運営などの事業についても積極的に

取り組んでいます。 

  このように、農産物の供給を通じて消費者との連携をすすめ、農業の持続的発展を目

指しています。 

・農産物直売所‥‥グリーンセンター・よらっせ桑・四季彩・国分寺・道の駅「思川」・野木・のぎ松原大橋・

道の駅「しもつけ」・ヨークベニマル小山雨ケ谷店・ヨークベニマルゆうえんち店・イオ

ン小山店・ベイシア小山店・管内セブンイレブン 
 

□購買事業 

購買事業は、肥料や農薬など農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、

それを組合員や地域の皆さまに供給する事業です。この事業は、計画的に大量購入する

ことによって、できるだけ安い価格で仕入れ、流通経費を節約して、組合員や地域の皆

さまに安全・安心・良質な品物を供給するものです。 

取扱い品目は多種にわたり、特に生活関連では日用品等の生活物資から、葬祭業務な

ども取り扱っています。 

・関係施設･･････のぞみ館（東部・西部・北部・野木）、アクティー（農機センター他） 

                オートパル県南〔自動車整備センター〕 

 

●葬祭事業 

ご家族に突然の不幸があった場合にお応えできるよう、24 時間体制で受付しておりま

す。 

・関係施設･･････思川ホール、おとめホール〔総合葬祭式場〕 
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●食材事業 

新鮮で栄養バランスのとれた安心な食材の宅配サービスをお好みに合わせて取り扱っ

ております。 

 

□営農指導事業 

営農指導は、直接収益を生み出すという事業ではありませんが、ＪＡの信用・共済・

購買・販売などの事業の要であり、組合員の営農活動を指導し、その改善を図っていく

重要な事業です。ＪＡの営農指導は、単に技術指導を行うだけでなく、農産物を安定的

に供給していくためのマーケティング対策や組合員の農業経営全般について支援し、認

定農業者や集落営農組織などの担い手育成の確保を通じて、協同して合理的な農業経営

を確立するよう働きかけていくものです。すなわち、生産から流通までの仕組みをＪＡ

の総合的な力で支援・援助することによって、個々の農家では難しい所得の増大を協同

の力で実現していこうとするものです。 

＜食の安全・安心への取り組み＞ 

安全・安心な農畜産物を消費者に提供し、「食」に対する信頼性を確保するため、ＪＡ

グループは生産履歴記帳運動を展開し、全ての農作物を対象に生産履歴の記録と点検を

実施するとともに、環境に優しい農業の実現のため、使用済み農業生産資材の回収など

にも取り組んでおります。また、生産部会とともにＧＡＰ（農業生産工程管理）の精度

向上に向けた取り組みを強化しています。 

さらに、福島原発事故に伴う放射能対策として、県と連携し農産物のモニタリング調

査を引き続き実施しています。 

 

□ＪＡくらしの活動 

ＪＡくらしの活動は、安心して暮らせる豊かな地域社会づくりのため、組合員・地域

住民を対象に「食と農」を軸とした地域活性化や高齢化社会に対応した様々な取り組み

を行っていくもので、この取り組みにより協同活動の輪を広げています。 

 

●「食と農」を軸とした地域活性化 

ＪＡは市民農園・体験農園を通じた地域振興や、学校等との連携により農業の持つ教

育力を反映した農業体験学習等を実施しています。 

さらに、「農産物直売所」「女性大学」「料理教室」「仲間づくり旅行」など、組合員・

地域住民の活動の「場」を提供しています。 

 

●高齢者福祉活動 

「ＪＡ健康寿命１００歳プロジェクト」の展開による元気高齢者の生きがいづくりや、

高齢者訪問活動、ミニデイサービス等助け合い活動の強化に取り組んでいます。 

 

 ●ＪＡ女性会活動の支援 

  ＪＡ女性会は、住みよい地域社会づくりをめざして、世代別・目的別の活動を展開し

ており、ＪＡはその自主的活動を支援しています。 

 

□国産農畜産物の消費拡大運動 

  国産農畜産物の重要性の理解促進及び消費拡大を促進するため、「みんなのよい食プロ

ジェクト」に取り組んでおり、情報提供や農業体験等を通じて国産農畜産物の魅力を伝

え、地域の消費者に地産地消をすすめています。 

 

□資産管理事業 

資産管理事業は、組合員が土地の有効活用やその管理を安心して行えるよう、また、
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農と住の調和したまちづくりをめざす様々な事業を展開していくものです。 

このため、転用相当農地等の売渡しや貸付けなどのほか、組合員が所有するアパート

の管理や仲介業務も行っています。 

また、組合員に対しその資産の有効活用を支援するため、意向に沿った提案を行うと

ともに、法務・税務相談の資産相談会も開催しています。 

 

□利用事業 

ＪＡでは、組合員の事業または生活に必要な共同利用施設を設置して、ご利用いただ

いております。 

☆営農関係施設 

・営農支援センター（東部・西部・北部） ・育苗センター 

・共同乾燥調製施設           ・青果物集出荷所 

・選果場                ・農村レストラン（味処くわっせ） 

・稚蚕飼育所              ・農産加工所 

☆生活関係施設 

・ウィング小山〔宴会・法宴〕 

 

（２）系統セーフティネット（貯金者保護の取り組み） 
  ＪＡバンクは、全国のＪＡ・信連・農林中央金庫（ＪＡバンク会員）で構成するグル

ープの名称です。組合員・利用者の皆様に、便利で安心な金融機関としてご利用いただ

けるよう、ＪＡバンク会員の総力を結集し、実質的にひとつの金融機関として機能する

「ＪＡバンクシステム」を運営しています。 

  当ＪＡの貯金はＪＡバンク独自の制度である「破綻未然防止システム」と公的制度で

ある「貯金保険制度（農水産業協同組合貯金保険制度）」との二重のセーフティネットで

守られています。 

  

◇「破綻未然防止システム」の機能 

   「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンク全体としての信頼性を確保するための仕

組みです。再編強化法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の

再編及び強化に関する法律）に基づき、「ＪＡバンク基本方針」を定め、ＪＡの経営上

の問題点の早期発見・早期改善のため、国の基準よりもさらに厳しいＪＡバンク独自

の自主ルール基準（達成すべき自己資本比率の水準、体制整備など）を設定していま

す。 

   また、ＪＡバンク全体で個々のＪＡの経営状況をチェックすることにより適切な経

営改善指導を行います。 

   

◇貯金保険制度 

   貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合

などに、貯金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持

に資することを目的とする制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保

険制度」と同様な制度です。 
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【経 営 資 料】 
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Ⅰ 決算の状況 
１．貸借対照表（平成 30 年 2 月 28 日現在） 

 
平成28年度

平成28年3月1日か
ら平成29年2月28日

まで

平成29年度
平成29年3月1日か
ら平成30年2月28日

まで

説　　　　　　　　　　　明

161,726,243 164,873,076

 (1) 586,684 542,070 本支店の金庫にある手持現金

 (2) 117,068,492 122,057,976

　　   117,013,819 122,012,538 農林中金に預けている金

　 　  54,672 45,438 農林中金以外に預けている金

(3) 13,544,930 12,058,510

10,903,160 10,119,030 国債への運用額

222,410 225,010 地方自治体が発行する債券への運用額

209,160 212,980 政府機関が発行する政府保証付の債権への運用額

1,203,900 501,000 農林債券等金融機関が発行する債券への運用額

1,006,300 1,000,490 社債への運用額

(4) 30,067,503 29,727,278 組合員等へ貸出した金

(5) 879,543 849,256

867,400 834,194 預金・貸出金利息の未収分など

12,143 15,061 信用事業の仮払金など

(6) △ 420,910 △ 362,015 信用事業に係る貸倒引当金

124,668 139,016

 (1) 112,752 132,630 共済契約者に貸出した金

 (2) 1,372 1,582 共済貸付金利息の未収分など

 (3) 10,926 5,254 共済手数料の未収分など

 (4) △ 383 △ 450 共済事業に係る貸倒引当金

1,412,483 1,476,240

(1) 789,385 725,126 購買品供給の未収金など

(2) 431,287 550,000 販売品の仮渡金や立替金など

(3) 162,682 162,505

140,799 149,497 購買品の在庫額

21,882 13,007 加工・利用事業等の貯蔵品など

(4) 45,830 52,346 経済事業の未収収益、前払費用など

(5) △ 16,703 △ 13,738 経済事業に係る貸倒引当金

376,129 365,438 仮払金、未収金、立替金、未収収益、繰延消費税など

5,504,252 5,320,278

 (1) 5,494,295 5,308,994

8,249,615 8,232,289 建物

2,845,652 2,828,534 機械もしくは装置

2,139,592 2,139,592 組合の土地

1,512,349 1,542,112 上記以外の有形固定資産

△ 9,252,915 △ 9,433,534 建物等の減価分の累計額

 (2) 9,957 11,284 ソフトウェアなど

10,931,306 10,935,906

10,931,306 10,935,906

10,566,355 10,566,355 系統連合会への出資金

347,451 352,051 系統外の関連団体への出資金

17,500 17,500 子会社等への出資金

102,376 72,847 前払いとなっている年金費用の額

129,746 144,915 前払いとなっている法人税等

180,307,206 183,327,720資  産  の  部  合  計

系 統 出 資

系 統 外 出 資

子 会 社 等 出 資

７． 前払年金費用

８． 繰  延  税  金  資  産

土 地

その他の有形固定資産

減価償却累計額

無 形 固 定 資 産

６． 外     部     出     資

(1) 外 部 出 資

貸 倒 引 当 金

４． 雑         資          産

５． 固     定      資     産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 装 置

経 済 事 業 未 収 金

経 済 受 託 債 権

棚 卸 資 産

購      買       品

その他の棚卸資産

その他の経済事業資産

２． 共  済  事  業  資  産

共 済 貸 付 金

共 済 未 収 利 息

その他の共済事業資産

貸 倒 引 当 金

３． 経  済  事  業  資  産

社             債

貸 出 金

その他の信用事業資産

未  収  収  益

その他の資産

貸 倒 引 当 金

系 統 外 預 金

有 価 証 券

国             債

地 方 債

政 府 保 証 債

金     融     債

科               目

（ 資 産 の 部 ）

１． 信  用  事  業  資  産

現 金

預 金

系  統  預  金
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（単位：千円） 

平成28年度
平成28年3月1日か
ら平成29年2月28日

まで

平成29年度
平成29年3月1日か
ら平成30年2月28日

まで

説　　　　　　　　　　　明

163,376,084 166,136,874

(1) 161,936,281 164,716,519 組合員等から預かっている金

(2) 1,076,417 1,064,227 被災地金融機関向けに農林中金から借りている金等

(3) 363,385 356,128

88,141 79,069 貯金の未払利息など

275,244 277,058 信用事業の仮受金など

776,094 735,644

(1) 112,752 133,302 共済連から借りている金

(2) 350,178 290,955 共済掛金等の一時的預り金

(3) 1,372 1,582 共済借入金の未払利息

(4) 296,009 291,467 共済付加収入の未経過分

(5) 14,823 17,517 利息以外の共済事業の未払費用

(6) 956 818 保険代理店業務の保険料受入額

705,370 840,259

(1) 239,253 270,570 取引先等に支払していない代金

(2) 239,893 372,154 販売仮受金

(3) 226,223 197,534 経済事業の未払費用や預り金など

323,036 263,779 仮受金、未払金や未払費用など

(1) 103,942 66,026 法人税、住民税等の未払額

(2) 39,413 37,063 法令に基づき、有形固定資産を除去するための支払予定額

(3) 179,680 160,688 上記以外のその他の負債額

1,677,354 1,676,811

(1) 82,059 75,217 職員の賞与支給のための引当金

(2) 1,595,294 1,601,594 職員の退職金支給のための引当金

166,857,939 169,653,370

12,592,199 12,807,292

(1) 3,720,633 3,694,902 組合員が組合に出資した金

(2) 15,081 15,081 合併前組合から引継いだ準備金・積立金

(3) 8,889,119 9,123,829

2,882,382 2,927,382 経営安定のため法令で定められた積立金

6,006,737 6,196,447

2,351,299 2,351,299 経営安定のため定款で定めた積立金

1,432,258 1,452,258 財務基盤を確立するための積立金

7,702 7,702 肥料価格の年間安定を図るための積立金

380,000 390,000 組合における教育活動を実施するための積立金

696,800 696,800 営農施設、事務所等を設置・運営するための積立金

12,972 12,972 宅地等供給事業の安定的な運営を図るための積立金

190,000 240,000 組合経営の安定並びに財務基盤の強化を図るための積立金

420,344 435,592 税効果会計による積立金

515,359 609,821 当期剰余金＋当期首繰越剰余金+積立金取崩額

224,560 271,499

(4) △ 32,634 △ 26,520 組合員の任意脱退により組合が譲り受けた持分

857,067 867,057

(1) 857,067 867,057 金融商品に係る時価会計に基づく差額

13,449,267 13,674,350

180,307,206 183,327,720

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

　　税効果調整積立金

　　当期未処分剰余金

　　（うち当期剰余金）

処分未済持分

２.  評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

　　 信用事業基盤整備強化積立金

　　肥料価格安定準備金

    教育基金

　　 営農施設設置及び運営積立金

　　宅地等供給事業運営積立金

経営安定化積立金

出 資 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他の利益剰余金

    特別積立金

5.  諸      引      当     金

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

負  債  の  部  合  計

（純  資  産  の  部）

１.  組　合　員　資　本

その他の経済事業負債

4.  雑          負          債

未 払 法 人 税 等

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

未経過共済付加収入

共 済 未 払 費 用

その他の共済事業負債

３.  経  済  事  業  負  債

経 済 事 業 未 払 金

経 済 受 託 債 務

未    払   費    用

そ の 他 の 負 債

２.  共  済  事  業  負  債

共 済 借 入 金

共 済 資 金

共 済 未 払 利 息

科                目

（負  債  の  部）

１.  信  用  事  業  負  債

貯 金

借 入 金

その他の信用事業負債
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２．損益計算書（平成 29 年 3 月 1 日から平成 30 年 2 月 28 日まで） 
                                 （単位：千円） 

平成28年度
平成28年3月1日か
ら平成29年2月28日

まで

平成29年度
平成29年3月1日か
ら平成30年2月28日

まで

説                   明

3,569,625 3,487,500

1,523,282 1,460,980          

1,453,471 1,388,610

う ち 預 金 利 息 705,412 695,118 農林中金等に預けてある金の受入利息・預金奨励金

うち有価証券利息配当金 157,324 140,752 有価証券の受入利息・配当金など

う ち 貸 出 金 利 息 505,673 469,601 貸付金に対する受取利息

うちその他受入利息 85,061 83,138 信用事業の受入利息など

35,272 37,747 受入為替手数料など

34,538 34,621 信用事業の雑収入など

150,913 130,366

93,748 78,304

う ち 貯 金 利 息 88,052 74,819 貯金に対する支払利息

うち給付補てん備金繰入 3,695 3,476 定期積金の支払利息相当額

う ち 借 入 金 利 息 584 - 農林中金・栃木県からの借入金に対する支払利息

そ の 他 支 払 利 息 1,417 8 貸付留保金などの支払利息

12,744 12,173 支払為替手数料など

44,420 39,888

うち貸倒引当金戻入益 △ 47,411 △ 57,790 信用事業における貸倒引当金の戻入額と繰入額との相殺した後の金額

う ち そ の 他 費 用 91,831 97,678 貯金の推進や奨励金等に使った費用など

1,372,368 1,330,613 信用事業に係る収益と費用の差額

865,032 863,260

790,369 799,512 共済に係る組合の付加掛金

2,464 2,962 共済自振貸付等に対する受入利息

72,199 60,785 上記以外の共済事業に係る収益

50,282 50,759

2,464 2,938 共済借入金に対する支払利息

27,970 30,599 新契約獲得のために要した費用

19,847 17,221

うち貸倒引当金繰入額 119 67 共済事業における貸倒引当金の繰入額と戻入額との相殺した後の金額

う ち そ の 他 費 用 19,728 17,154 上記以外の共済事業に係る費用

814,749 812,500 共済事業に係る収益と費用の差額

4,730,097 4,434,175

4,109,680 3,888,643 購買品の供給金額

569,552 497,993 農機・葬祭の収入など

50,865 47,538 上記以外の購買事業に係る収益

4,219,062 3,943,162

3,692,467 3,485,793 購買品の受入金額

64,446 63,631 配達運賃・配達労務費など

462,149 393,737

うち貸倒引当金戻入益 △ 3,418 △ 3,128 購買事業における貸倒引当金の戻入額と繰入額との相殺した後の金額

う ち そ の 他 費 用 465,567 396,865 上記以外の購買事業に係る費用

511,035 491,013 購買事業に係る収益と費用の差額

そ の 他 の 収 益

 （６）購買事業費用

購 買 品 供 給 原 価

購 買 品 供 給 費

そ の 他 の 費 用

購買事業総利益

共 済 推 進 費

そ の 他 の 費 用

共済事業総利益

 （５）購買事業収益

購 買 品 供 給 高

購 買 手 数 料

 （３）共済事業収益

共 済 付 加 収 入

共 済 貸 付 金 利 息

そ の 他 の 収 益

 （４）共済事業費用

共 済 借 入 金 利 息

そ の 他 経 常 収 益

 （２）信用事業費用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 経 常 費 用

信用事業総利益

科                      目

１．事業総利益

 （１）信用事業収益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益
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平成28年度
平成28年3月1日から
平成29年2月28日ま

で

平成29年度
平成29年3月1日から
平成30年2月28日ま

で

説                   明

499,243 487,852

367,297 359,902 販売事業の受入手数料

131,945 127,949 上記以外の販売事業に係る収益

111,311 112,383

5,398 9,045 荷造材料費、販売労務費など

105,913 103,337 販売事業に係る費用

△ 119 163 販売事業における貸倒引当金の戻入額と繰入額との相殺した後の金額

106,032 103,173 上記以外の販売事業に係る費用

387,932 375,468 販売事業に係る収益と費用の差額

65,439 71,849 米麦の保管料など

17,533 20,891 倉庫の材料費や労務費など

保管事業総利益 47,905 50,958 農業倉庫事業に係る収益と費用の差額

952 936 加工事業（菌床、加工所等）の受入料金など

577 562 加工事業（菌床、加工所等）の諸経費

加工事業総利益 375 373 加工事業（菌床、加工所等）に係る収益と費用の差額

1,554,735 1,158,555

524,163 541,464 利用事業（共乾）の受入料金など

1,030,571 617,090 上記以外の利用事業に係る受入料金など

1,068,462 671,029

196,381 213,494 利用事業（共乾）の諸経費

872,080 457,535 上記以外の利用事業に係る諸経費

486,273 487,525 利用事業（共乾、集出荷所、育苗等）に係る収益と費用の差額

16,446 11,276 宅地等供給事業のあっせん手数料など

916 801 宅地等供給事業に要した費用

15,529 10,475 宅地等供給事業に係る収益と費用の差額

3,876 9,536 農用地利用調整事業の受入手数料など

3,876 9,536 農用地利用調整事業に要した費用

0 0 農用地利用調整事業に係る収益と費用の差額

4,888 8,621 市町の補助金など

71,433 80,050 営農指導・生活活動や農政活動等に要した費用

△ 66,544 △ 71,429 指導事業に係る収入と支出の差額

 (17)農用地利用調整事業収益

 (18)農用地利用調整事業費用

農用地利用調整事業総利益

 (19)指導事業収入

 (20)指導事業支出

指導事業収支差額

共 同 乾 燥 施 設 費 用

そ の 他 利 用 費 用

利用事業総利益

 (15)宅地等供給事業収益

 (16)宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

 （11）加工事業収益

 （12）加工事業費用

 （13）利用事業収益

共 同 乾 燥 施 設 収 益

そ の 他 利 用 収 益

 （14）利用事業費用

そ の 他 の 費 用

うち貸倒引当金戻入益

う ち そ の 他 費 用

販売事業総利益

 （ ９）保管事業収益

 （10）保管事業費用

科                      目

 （７）販売事業収益

販 売 手 数 料

そ の 他 の 収 益

 （８）販売事業費用

販 売 費
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平成28年度
平成28年3月1日か
ら平成29年2月28日

まで

平成29年度
平成29年3月1日か
ら平成30年2月28日

まで

説                明

２．事業管理費 3,401,091 3,318,787

 （１） 2,325,806 2,282,924 役員報酬や職員の給料手当など

 （２） 238,762 230,133 会議費、通信費、消耗品費、旅費など

 （３） 148,119 144,220 租税公課、支払賦課金、分担金など

 （４） 677,607 651,024 減価償却費、修繕費、保険料、水道・光熱費など

 （５） 10,795 10,484 上記以外の諸費用

事    業    利     益 168,534 168,712 事業総利益　－　事業管理費

３．事業外収益 215,852 226,605

 （１） 4,557 6,597 信用・共済事業以外の利息の受入額

 （２） 153,601 153,600 外部出資に対する配当金の受入額

 （３） 30,548 30,504 土地、建物などの賃貸料

 （４） 8,046 4,574 前期以前に貸倒処理等をした債権について回収した額

 （５） 19,098 31,328 上記以外の諸収益

４．事業外費用 17,386 13,760

 （１） 1,469 1,717 寄付金として支払った額

 （２） 15,917 12,042 上記以外の諸費用

経    常    利     益 367,000 381,557 事業利益　＋　事業外収益　－　事業外費用

５．特別利益 17,324 1,576

 （１） 4,584 - 固定資産の処分利益

 （２） 12,725 - 豪雨被害への共済金、見舞金等

 （３） 14 1,576 上記以外の特別利益

６．特別損失 39,704 32,977

 （１） 112 20,519 固定資産の処分損失

 （２） 8,592 - 菌床センターにかかる減損額

 （３） 31,000 - 菌床センター撤去費用見積もり額

 （４） - 12,457 上記以外の特別損失

税引前当期利益 344,620 350,156 経常利益 ＋ 特別利益 － 特別損失

法人税・住民税及び事業税 135,308 97,391 未払法人税等の当期計上額

法人税等調整額 △ 15,247 △ 18,734 本年度の前払い法人税等の調整額

7.法人税等合計 120,060 78,657

224,560 271,499 当期の協同活動から生じた剰余金

290,798 338,321 当期首に繰越された剰余金

515,359 609,821 当期剰余金＋期首繰越剰余金

当期首繰越剰余金

当 期 未 処 分 剰 余 金

その他の特別利益

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

臨 時 損 失

その他の特別損失

当期剰余金

寄 付 金

雑 損 失

固 定 資 産 処 分 益

災 害 支 援 金

受 取 雑 利 息

受 取 出 資 配 当 金

賃 貸 料

償 却 債 権 取 立 益

雑 収 入

科            目

人 件 費

業 務 費

諸 税 負 担 金

施 設 費

その他事業管理費
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３．注  記  表（平成２８年度）
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注  記  表（平成２９年度） 
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４．剰余金処分計算書 
                                  （単位：円）  

科  目 
金         額 

２８年度 ２９年度 

１．当期未処分剰余金 ５１５，３５９，０８８ ６０９，８２１，０８６  

２．剰余金処分額 １７７，０３７，１４０ ２２５，３４５，８８７  

（１）利益準備金 ４５，０００，０００ ６０，０００，０００  

（２）任意積立金 

   （うち特別積立金） 

   （うち目的積立金） 

９５，２４７，９０７ 

(          ―) 

(９５，２４７，９０７) 

１２８，７３４，１４５  

(          ―) 

( １２８，７３４，１４５) 

（３）出資配当金 ３６，７８９，２３３  ３６，６１１，７４２  

３．次期繰越剰余金 ３３８，３２１，９４８ ３８４，４７５，１９９  

 

（注）１．出資配当金の基準は次のとおりです。 

      平成２８年度 年１．０％の割合 

      平成２９年度 年１．０％の割合 

   ２．次期繰越剰余金には、教育情報繰越額が含まれています。 

      平成２８年度 １２，０００千円 

      平成２９年度 １４，０００千円 

３．目的積立金の種類、積立目的、積立目標額、積立基準等は次のとおりです。 
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５．財務諸表の正確性等にかかる確認 

 

 

確 認 書 
 

 １ 私は、当ＪＡの平成２９年３月１日から平成３０年２月２８日までの事業年度にか

かるディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重

要な点において、農業協同組合法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認

いたしました。 

 

 ２  この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有

効に機能していることを確認しております。 

  （１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備

されております。   

（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を

検証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。  

  （３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。 

 

 

              平成３０年６月１５日 

           小山農業協同組合  

                   代表理事組合長  福田 浩一郎                  
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６．キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

科  目 
２８年度 

（自 平成 28 年 3月 1 日） 
（至 平成 29 年 2月 28 日） 

２９年度 
（自 平成 29 年 3月 1 日） 
（至 平成 30年 2月 28日） 

 
１ 事業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期利益（又は税引前当期損失） 
減価償却費 
減損損失 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 
賞与引当金の増減額（△は減少） 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 
その他引当金等の増減額（△は減少） 
信用事業資金運用収益 
信用事業資金調達費用 
共済貸付金利息 
共済借入金利息 
受取雑利息及び受取出資配当金 
支払雑利息 
有価証券関係損益（△は益） 
固定資産売却損益（△は益） 
資産除去債務関連損益（△は益） 
未払法人税等の還付金 
 

（信用事業活動による資産及び負債の増減） 
貸出金の純増（△）減 
預金の純増（△）減 
貯金の純増減（△） 
信用事業借入金の純増減（△） 
その他信用事業資産の増減 
その他信用事業負債の増減 
 

（共済事業活動による資産及び負債の増減） 
共済貸付金の純増（△）減 
共済借入金の純増減（△） 
共済資金の純増減（△） 
その他共済事業資産の増減 
その他共済事業負債の増減 
 

（経済事業活動による資産及び負債の増減） 
受取手形及び経済事業未収金の純増（△）減 
経済受託債権の純増（△）減 
棚卸資産の純増（△）減 
支払手形及び経済事業未払金の純増減（△） 
経済受託債務の純増減（△） 
その他経済事業資産の増減 
その他経済事業負債の増減 
 

（その他の資産及び負債の増減） 
その他資産の増減 
その他負債の増減 
信用事業資金運用による収入 
信用事業資金調達による支出 
共済貸付金利息による収入 
共済借入金利息による支出 

 
 

３４４，６２０ 
３５７，７０５ 

８，５９２ 
△５３，０５８ 

７１３ 
６５，４０８ 

－ 
△１，４５３，５６６ 

９３，７４８ 
△２，４６４ 
２，４６４ 

△１５８，８１０ 
－ 

９４ 
△４，４７２ 
３３，６０７ 

－ 
 
 

１８０，５７０ 
△５，３２９，０００ 
１，５０５，９３４ 

△１３，５９０ 
８７９ 

△２２９，９４２ 
 
 

△３５，１５１ 
３５，１５１ 

△３５１，４５０ 
△４，６７１ 
２，９１８ 

 
 

１３２，５６１ 
△１３８，８８２ 

１６，７７７ 
６，４９６ 

１０４，６１１ 
△１ 

△３，１４３ 
 
 

１２３，２４５ 
３０，７７７ 

１， ４７２，３５９ 
△７５，４０３ 

２，１１０ 
△２，１１０ 

 
 

３５０，１５６ 
３３３，４１８ 

－ 
△６１，９９０ 
△６，８４２ 
６，３００ 

－ 
△１，３８８，５９２ 

７８，３０４ 
△２，９６２ 
２，９３８ 

△１６０，７８８ 
－ 

△１７ 
４，５１９ 

△２，３４９ 
１，３６３ 

 
 

３４０，２２４ 
△４，５３８，０００ 
２，７８０，２３７ 

△１２，１９０ 
１８，２１２ 
２，４６６ 

 
 

△１９，８７７ 
２０，５４９ 

△５９，２２２ 
５，６７１ 

△１，９８６ 
 
 

６４，２５９ 
△１１８，７１２ 

１７７ 
３１，３１６ 

１３２，２６１ 
１４ 

△３８３ 
 
 

３２，７２７ 
△４７，５００ 

１，４００，１２６ 
△８７，４８５ 

２，７５２ 
△２，７２８ 

小  計 △３，３３４，３６９ △９０３，６３２ 

 
雑利息及び出資配当金の受取額 
雑利息の支払額 
法人税等の支払額 

 
１５８，８１０ 

－ 
△４９，２６２ 

 
１６０，７８８ 

－ 
△１３５，３０８ 

事業活動によるキャッシュ・フロー △３，２２４，８２２ △８７８，１５２ 
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２ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 
有価証券の売却等による収入 
有価証券の償還による収入 
固定資産の取得による支出 
固定資産の売却による収入 
外部出資による支出 
外部出資の売却等による収入 

 
 

△３９６，１８５ 
    － 

１， ７００，０２５ 
△９８，７２１ 
１７，１６７ 

－ 
－ 

 
 

－ 
    － 

１，４９９，９９３ 
△１６０，１７３ 

６，２０８ 
△８，６００ 
４，０００ 

投資活動によるキャッシュ・フロー １，２２２，２８６ １，３４１，４２８ 

 
３ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

設備借入金の返済による支出 
出資の増額による収入 
出資の払戻しによる支出 
持分の取得による支出 
持分の譲渡による収入 
出資配当金の支払額 

  
 

－ 
９６，７７７ 

△１２８，９６７ 
△１２，４５０ 
１９，９６５ 

△３６，９９９ 
    

 

  
 

－ 
９０，２５５ 

△１１５，９８６ 
△１３，２４２ 
△１９，３５６ 
△３６，７８９ 

 
    

 

財務活動によるキャッシュ・フロー △６１，６７４ △５６，４０６ 

４ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

５ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） △２，０６４，２１０ ４０６，８６９ 

６ 現金及び現金同等物の期首残高 ９，１４２，７３７ ７，０７８，５２７ 

７ 現金及び現金同等物の期末残高 ７，０７８，５２７ ７，４８５，３９７ 
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７．部門別損益計算書（平成２８年度） 

 
１．部門別損益計算書 
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部門別損益計算書（平成２９年度） 
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Ⅱ 損益の状況 
１．最近の５事業年度の主要な経営指標 

（単位：百万円、口、人、％） 

項  目 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

経 常 収 益 10,410 9,894 10,103 9,263 8,917 

 信 用 事 業 収 益 1,689 1,676 1,627 1,523 1,460 

共 済 事 業 収 益 806 799 814 865 863 

農 業 関 連 事 業 収 益 5,392 5,146 5,822 5,057 4,920 

生活その他事業収益 2,515 2,263 1,832 1,813 1,664 

 営 農 指 導 事 業 収 益 6 7 6 4 8 

経 常 利 益 216 258 329 367 381 

当 期 剰 余 金 177 186 273 224 271 

出 資 金 3,792 3,768 3,752 3,720 3,694 

(出資口数)   (1,264,165) (1,256,284) (1,250,941) (1,240,211) (1,231,634) 

純 資 産 額 12,366 12,639 13,406 13,449 13,674 

総 資 産 額 176,084 177,871 178,972 180,307 183,327 

貯 金 等 残 高 158,349 160,032 160,430 161,936 164,716 

貸 出 金 残 高 29,251 29,213 30,248 30,067 29,727 

有価証券残高 15,476 14,898 15,034 13,544 12,058 

剰余金配当金額 

・出 資 配 当 額 
29 37 36 36 36 

職

員

数 

正職員＋嘱託 365 360 353 335 312 

（常用臨時等を含む） (397) (394) (390) (378)     （364） 

自己資本比率（％） 20.96 21,15 19.64 19.93 18.36 

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。 

２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。 

３．自己資本比率は、農協法第 11 条の 2 に基づいた自己資本比率を記載しています。なお、平

成２５年度は旧基準で算出しています。 

４．農業関連事業収益において委託販売にかかる販売高については、事業収益に含まれておりま

せん。 

５．信託業務の取り扱いは行っていません。 
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２．利益総括表 
                  （単位：百万円、％） 

項   目 ２８年度 ２９年度 増 減 

資 金 運 用 収 支 １，３５９ １，３１０ △４９ 

役 務 取 引 等 収 支 ２２ ２５ ３ 

その他信用事業収支 △１０ △５ ５ 

信 用 事 業 粗 利 益 １，３７２ １，３３０ △４２ 

信用事業粗利益率 
［信用事業総利益÷信用事業資産平均残高］ 

 

 （０．８７） 

 

  （０．８３） （０．０４） 

事 業 粗 利 益 ３，５６９ ３，４８７ △８２ 

事 業 粗 利 益 率 
［事業総利益÷総資産平均残高］ 

 （２．０２）  （１．９４） （△０．０８） 

 

３．資金運用収支の内訳 
    （単位：百万円、％） 

 

項  目 
２８年度 ２９年度 

平均残高 利息等 利回り 平均残高 利息等 利回り 

資金運用勘定 156,271 1,453 0.92 159,479 1,388 0.87 

 うち預金 113,011 790 0.69 118,198 778 0.65 

うち有価証券 12,841 157 1.22 11,300 140 1.23 

うち貸出金 30,419 506 1.66 29,981 470 1.56 

資金調達勘定 160,347 94 0.05 162,259 78 0.04 

 うち貯金・定期積金 159,267 94 0.05 161,192 78 0.04 

うち譲渡性貯金 - - - - - - 

 うち借入金 1,080 0 - 1,067 0 - 

総資金利ざや  0.38  0.36 

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達利回り(資金調達原価率) 

２．預金の受取利息は、農林中金からの預金奨励金・預金事業分量配当金が含まれています。 

３．貯金の支払利息は支払奨励金が含まれています。 

 

４．受取・支払利息の増減額 

          （単位：百万円） 

項  目 ２８年度増減額 ２９年度増減額 

受 取 利 息（Ａ） △９４ △６５ 

 うち預金 △４８ △１２ 

 うち有価証券 △１１ △１７ 

うち貸出金 △３５ △３６ 

支 払 利 息（Ｂ） △１２ △１６ 

 うち貯金・定期積金 △１２ △１６ 

うち譲渡性貯金 － － 

うち借入金 ０ ０ 

差 引(Ｃ)＝(Ａ)－(Ｂ) △８２ △４９ 

（注）１．増減額は、前年度対比です。 

   ２．預金の受取利息は、農林中金からの預金奨励金・預金事業分量配当金が含まれています。 

   ３．貯金の支払利息は支払奨励金が含まれています。 
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Ⅲ 事業の概況 
１.信用事業 
（１）貯金に関する指標 

 ①科目別貯金平均残高                  （単位：百万円、％） 

 

項  目 
２８年度 ２９年度 

増 減 
平均残高 構成比 平均残高 構成比 

流 動 性 貯 金 54,038 33.9 56,412 34.7 2,374 

定 期 性 貯 金 105,243 66.1 105,859 65.2 616 

小  計 159,282 100.0 162,272 100.0 2,990 

譲 渡 性 貯 金 － － － －  － 

合  計 159,282 100.0 162,272 100.0 2,990 

 （注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋納税準備貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金 

    ２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金 

 

 

②定期貯金残高                     （単位：百万円、％） 

（注）１．固定自由金利定期‥預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金 

      ２．変動自由金利定期‥預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金 

 
（２）貸出金等に関する指標 

  ①科目別貸出金平均残高              （単位：百万円） 

項  目 ２８年度 ２９年度 増 減 

手 形 貸 付 金 ６５０ ５９６ △５４ 

証 書 貸 付 金 ２６，０１７ ２５，６５２ △３６５ 

当 座 貸 越 ３１０ ２９０ △２０ 

割 引 手 形 － － － 

金融機関貸付金 ３，４５２ ３，４５２ ０ 

合   計 ３０，４３０ ２９，９９０ △４４０ 

 

 

項  目 
２８年度 ２９年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

定 期 貯 金 102,821 100.0 102,353 100.0 △468 

 うち固定自由金利定期 102,773 99.9 102,309 99.9 △464 

うち変動自由金利定期 48 0.0 43 0.0 △5 
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②貸出金の金利条件別内訳残高              （単位：百万円、％） 

項  目 
２８年度 ２９年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

固 定 金 利 貸 出 ２１，５３０ 71.6 ２１，７１６ 73.0 １８６ 

変 動 金 利 貸 出 ８，５３６ 28.3 ８，０１１ 26.9 △５２５ 

合  計 ３０，０６７ 100.0 ２９，７２７ 100.0 △３４０ 

 

③貸出金の担保別内訳残高                  （単位：百万円） 

項  目 ２８年度 ２９年度 増  減 

  自店貯金担保 ５９８ ５４４ △５４ 

  有価証券担保 － － － 

  商業手形担保 － － － 

  不動産担保 １０，５４４ １１，１２１ ５７７ 

 共済証書 １，１００ １，２６１ １６１ 

  その他担保 １４０ １２９ △１１ 

担保合計 １２，３８４ １３，０５７ ６７３ 

 農業信用基金協会保証 ３，０６４ ２，４５４ △６１０ 

  個人保証 ７９３ １１０ △６８３ 

  その他保証 ３０ ３６ ６ 

保証合計 ３，８８９ ２，６０１ △１，２８８ 

信用貸越 １３，７９３ １４，０６８ ２７５ 

合  計 ３０，０６７ ２９，７２７ △３４０ 

 

④債務保証見返額の担保別内訳残高            （単位：百万円） 

項  目 ２８年度 ２９年度 増  減 

貯金・定期積金等 ― ― ― 

有 価 証 券 ― ― ― 

動 産 ― ― ― 

不 動 産 ― ― ― 

その他担保物 ― ― ― 

小  計 ― ― ― 

信 用 ― ― ― 

合  計 ― ― ― 
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⑤貸出金の使途別内訳残高            （単位：百万円） 

項  目 
２８年度 ２９年度 

増 減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

設 備 資 金 １４，２４３ 47.3 １４，３８９ 48.4 １４６ 

運 転 資 金 １５，８２４ 52.6 １５，３３８ 51.5 △４８６ 

合  計 ３０，０６７ 100.0 ２９，７２７ 100.0 △３４０ 

 

 

⑥貸出金の業種別残高                  (単位:百万円、％） 

項  目 
２８年度 ２９年度 

増  減 
年度末残高 構成比 年度末残高 構成比 

農 業 ４，１９５ １３．９ ３，８７４ １３．０ △３２１ 

林 業 － － ― ― ― 

水 産 業 － － ― ― ― 

製 造 業 １，６１８ ５．３ １，８３２ ６．１ ２１４ 

鉱 業 ３６ ０．１ ６９ ０．２ ３３ 

建 設 ・ 不 動 産 業 ３，６６２ １２．１ ３，３５２ １１．２ △３１０ 

電気・ガス・熱供給水道業  ５０ ０．１ ４７ ０．１ △３ 

運 輸 ・ 通 信 業 ３３７ １．１ ４７３ １．５ １３６ 

金 融 ・ 保 険 業 ３，７９２ １２．６ ３，８３０ １２．８ ３８ 

卸売・小売・サービス業・飲食業 １，８４６ ６．１ ２，１６０ ７．２ ３１４ 

地 方 公 共 団 体 １０，３３０ ３４．３ １０，６０６ ３５．６ ２７６ 

非 営 利 法 人 ７２６ ２．４ ５１ ０．１ △６７５ 

そ の 他 ３，４６９ １１．５ ３，４２７ １１．５ △４２ 

合 計 ３０，０６７ １００．０ ２９，７２７ １００．０ △３４０ 
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⑦主要な農業関係の貸出金残高 

１）営農類型別 

            （単位：百万円） 

種  類 ２８年度 ２９年度 増  減 

穀作 ３６３ ３８６ ２３ 

野菜・園芸 ４７９ ４７７ △２ 

果樹・樹園農業 ４０ ３０ △１０ 

工芸作物 － － － 

養豚・肉牛・酪農 ３１４ ２８８ △２６ 

養鶏・養卵 － － － 

養蚕 － － － 

その他農業 ４７２ ４２９ △４３ 

農業関連団体等 － － － 

合   計 １，６７０ １，６１１ △５９ 

 （注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人及び農業関連団体等に対する農業生産・農業経

営に必要な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当しま

す。なお、⑥貸出金の業種別残高は、債務者の業種で、⑦主要な農業関係の貸出金残高は、

資金使途別の貸出金残高であり、集計方法が異なるため貸出金残高は一致しません。    

    ２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス        

業、農業所得が従となる農業者等が含まれています。 

    ３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農とその子会社等が含まれています。 

     

２）資金種類別 

〔貸出金〕 

            （単位：百万円） 

種  類 ２８年度 ２９年度 増  減 

プロパー資金 １，２５８ １，２３２ △２６ 

農業制度資金 ４１２ ３７９ △３３ 

 
うち農業近代化資金 ３１７ ２９９ △１８ 

うちその他制度資金 ９５ ８０ △１５ 

合   計 １，６７０ １，６１１ △５９ 

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものを

いいます。    

    ２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団

体が利子補給等を行うことでＪＡが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資

するものがあり、ここでは①の転貸資金と②を対象としています。 

   ３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）や農業経営負担軽減支援

資金などが該当します。  
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〔受託貸付金〕 

                                （単位：百万円）  

種  類 ２８年度 ２９年度 増  減 

日本政策金融公庫資金     ― ― ― 

その他 ― ― ― 

合  計 ― ― ― 

 

⑧リスク管理債権の状況                  （単位：百万円） 

  区  分 ２８年度 ２９年度 増  減 

破 綻 先 債 権 額 ( A ) ４ ３ △１ 

延 滞 債 権 額 ( B ) ７１７ ６１１ △１０６ 

３ ｶ 月 以 上 延 滞 債 権 額 ( C ) － － ― 

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額 ( D ) － － ― 

リスク債権合計 

（ Ｅ ＝ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ ） 
７２２ ６１５ △１０７ 

担 保 ・ 保 証 付 債 権 額 ( Ｆ ) ４０１ ３５２ △４９ 

貸倒引当金(個別評価分)(Ｇ) ３２０ ２６２ △５８ 

担 保 ・ 保 証 等 控 除 債 権 額 

( Ｈ ＝ Ｅ － Ｆ － Ｇ ) ０ ０ ０ 

（注）１．破綻先債権(A） 

      元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること、その他の理由により元本又

は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金

(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という)のうち、法人税

法施行令第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する

事由が生じているものをいいます。 

２．延滞債権(B) 

      未収利息不計上貸出金であって(注)１に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外をいいます。 

３．３ｶ月以上延滞債権(C) 

      元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ｶ月以上遅延している貸出金（(注)１、

(注)２に掲げるものを除く）をいいます。 

４．貸出条件緩和債権(D) 

      債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金 ((注)１、

(注)２及び(注)３に掲げるものを除く)をいいます。 

５． 「担保・保証付債権額(F)」は、「破綻先債権(A)」「延滞債権(B)」「３ｶ月以上延滞債権

(C)」及び「貸出条件緩和債権(D)」のうち貯金・定期積金、有価証券及び不動産等の確

実な担保付の貸出金ならびに農業信用基金協会等、確実な保証先による保証付貸出金に

ついての当該担保・保証相当額です。なお、不動産の確実な担保額は、不動産鑑定士等

による客観性のある評価または財産評価基本通達による時価をもとに、さらに処分可能

性を十分考慮した回収可能見込額です。 

６． 「貸倒引当金(個別評価分)(G)」は、「破綻先債権(A)」「延滞債権(B)」「３ｶ月以上延滞

債権(C)」及び「貸出条件緩和債権(D)」のうち、すでに貸倒引当金(個別評価分)に繰り

入れた引当残高です。 

７． 「担保・保証等控除後債権額(H)」は、「破綻先債権(A)」「延滞債権(B)」「３ｶ月以上延

滞債権(C)」及び「貸出条件緩和債権(D)」の合計額から「担保・保証付債権額(F)」及

び「貸倒引当金(個別評価分)(G)」を控除した貸出金残高です。 
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⑨金融再生法開示債権区分に基づく保全状況         （単位：百万円） 

（注）１．金融再生法債権額 

     資産査定に基づく債務者区分と整合を取った債権区分を行い、債権区分ごとの信用事業債権

額(貸出金、貸付有価証券、外国為替、債務保証見返、信用未収利息、信用未収収益、信用仮払

金)です。ただし、要管理債権は、貸出金のみです。 

（債権区分） 

          ①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

・法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する信用事業債権です。 

       〔資産査定における破綻先、実質破綻先〕 

②危険債権 

  ・経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性

の高い信用事業債権です。 

       〔資産査定における破綻懸念先〕 

③要管理債権 

  ・３ｶ月以上延滞貸出債権(元金)及び条件緩和貸出債権(元金)です。 

   〔リスク管理債権として開示した、３ｶ月以上延滞貸出金と貸出条件緩和債権を合算し

た貸出金〕 

 ④正常債権 

  ・債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権、危険債権及び要管理債権以外のものに区分される信用事業債権です。

地方公共団体等への債権も含まれています。 

２．担保 

     資産査定における優良担保・一般担保の処分可能見込額です。 

３．保証 

     資金査定における優良保証の額です。 

４．引当 

     「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」については、資産査定における

個別貸倒引当金額です。 

     要管理債権については、要管理債権額に予想損失率を乗じた金額です。 

５．購買未収金 

購買未収金を参考として開示しております。なお、金融再生法債権区分に基づく購買未収金

開示の債権区分と資産査定における債務者区分との関連は、次の通りです。 

 

 

 

 

債権区分 債権額 
保 全 額 (参考) 

購買未収金 担 保 保 証 引 当 合 計 

破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権(A)  

２８年度 ５８０ ２５３ ６ ３２０ ５８０ １４ 

２９年度 ４９９ ２３２ ４ ２６２ ４９９ １１ 

危険債権(B) ２８年度 １４２ ３７ １０４ － １４２ １１ 

２９年度 １１５ ２７ ８７ － １１５ ８ 

要管理債権(C) ２８年度 － － － － － － 

２９年度 － － － － － － 

小計(D)=(A)＋(B)＋(C) ２８年度 ７２２ ２９１ １１０ ３２０ ７２２ ２５ 

２９年度 ６１５ ２６０ ９１ ２６２ ６１５ ２０ 

正常債権(E) ２８年度 ３０，２１３     ７１８ 

２９年度 ２９，９４７     ６６６ 

合計(D)＋(E) ２８年度 ３０，９３５     ７１８ 

２９年度 ３０，５６２     ６８６ 

65



 

債 権 区 分 資産査定債務者区分 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 破綻先・実質破綻先 

危険債権 破綻懸念先 

要管理債権 要注意先のうち要管理先 

正常債権 
要注意先のうちその他要注意先及び正常先

ならびに地方公共団体等 

 

 

 

   ⑩元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況 

    該当する取引はありません。 
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 ⑪貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

〔２８年度〕                           （単位：百万円） 

項  目 
期 首 

残 高 

期 中 

増加額 

期中減少額 期 末 

残 高 目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 

（うち個別貸倒引当金勘定）  

４９５ 

(３９１) 

４４２ 

(３３８) 

－ 

(  －) 

４９５ 

(３９１) 

４４２ 

(３３８) 

 信 用 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 

４６８ 

 (３６８) 

４２０ 

 (３２０) 

－ 

(  －) 

４６８ 

 (３６８) 

４２０ 

 (３２０) 

共  済  事  業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

購 買 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１９ 

( １６) 

１５ 

( １３) 

－ 

(  －) 

１９ 

( １６) 

１５ 

( １３) 

販 売 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  －) 

０ 

(  ０) 

そ の 他 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
６ 

(  ６) 

４ 

(  ４) 

－ 

(  －) 

６ 

(  ６) 

４ 

(  ４) 

外部出資等損失引当金 

（うち個別貸倒引当金勘定） 

－ 

( －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

 

〔２９年度〕                           （単位：百万円） 

項  目 
期 首 

残 高 

期 中 

増加額 

期中減少額 期 末 

残 高 目的使用 その他 

貸 倒 引 当 金 

（うち個別貸倒引当金勘定） 

４４２ 

(３３８) 

３８０ 

(２７７) 

１ 

(  １) 

４４１ 

(３３７) 

３８０ 

(２７７) 

 信 用 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 

４２０ 

 (３２０) 

３６１ 

 (２６２) 

１ 

(  １) 

４１９ 

 (３１９) 

３６１ 

 (２６２) 

共  済  事  業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  －) 

０ 

(  －) 

購 買 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
１５ 

( １３) 

１２ 

( １０) 

－ 

(  －) 

１５ 

( １３) 

１２ 

( １０) 

販 売 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
０ 

(  ０) 

１ 

(  －) 

－ 

(  －) 

０ 

(  ０) 

１ 

(  ０) 

そ の 他 事 業 

(うち個別貸倒引当金勘定) 
４ 

(  ４) 

０ 

(  ４) 

－ 

(  －) 

４ 

(  ４) 

４ 

(  ４) 

外部出資等損失引当金 

（うち個別貸倒引当金勘定） 

－ 

( －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

－ 

(  －) 

 

 

 

⑫貸出金償却の額        （単位：百万円） 

項  目       ２８年度 ２９年度 

貸出金償却額（信用） － １ 
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（３）内国為替取扱実績 

（単位：百万円） 

種  類 
２８年度 ２９年度 

仕   向 被 仕 向 仕   向 

 

 

 

被 仕 向 

 

 送金・振込為替 
件 数 ２２，８０５ １６０，７０２ ２２，５４８ １６３，８３４ 

金 額 １７，２４８ ３４，５２７ １８，４６４ ３５，８９３ 

代金取立為替 
件 数 － １４ － １１ 

金 額 － ３６ － １１ 

雑 為 替 
件 数 １，０２４ ４６３ ９９６ ４５６ 

金 額 ６９ ３１ ９７ ３６ 

合 計 
件 数 ２３，８２９ １６１，１７９ ２３，５４４ １６４，３０１ 

金 額 １７，３１７ ３４，３９５ １８，５６１ ３５，９４０ 
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（４）有価証券に関する指標 

①種類別有価証券平均残高                 （単位：百万円） 

種  類 ２８年度 ２９年度 増  減 

国   債 ９，７７６ ９，２７５ △５０１ 

地 方 債 １９９ ２００ １ 

政府保証債 １２６ ２００ ７４ 

金 融 債 １，８３７ ７２５ △１，１１２ 

社   債 ８９９ ８９９ ０ 

株   式 － － － 

その他の証券 － － － 

合  計 １２，８４０ １１，３００ △１，５４０ 

 

 

②商品有価証券種類別平均残高 

 

    平成２８年度・２９年度において、該当する取引はありません。 

 

 

 

 

    

③有価証券残存期間別残高                        （単位：百万円） 

種  類 1年以下 1年超3年以下 
3年超 

5年以下 

5年超 

7年以下 

7年超 

10年以下 
10年超 

期間の定めのな

いもの 
合 計 

２８年度 

 国      債 804 1,204 530 1,369 520 6,656 － 10,903 

 地 方 債 － － － － － 222   － 222 

 政府保証債 － － － － － 209 － 209 

 金 融 債 701 503 － － － － － 1,204 

 社   債 － － － － － 1,006 － 1,006 

 株      式 － － － － － － － － 

 その他の証券 － － － － － － － － 

２９年度  

 国   債 1,003 － 1,567 830 － 6,717 － 10,119 

地 方 債 － － － － － 225 － 225 

 政府保証債 － － － － － 212 － 212 

 金 融 債 501 － － － － － － 501 

 社   債 － － － － 779 221 － 1,000 

 株      式 － － － － － － － － 

 その他の証券 － － － － － － － － 
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（５）有価証券等の時価情報等        

①有価証券の時価情報等 

[売買目的有価証券] 
売買目的有価証券については、当ＪＡでは投機的運用を行わないため保有してお

りません。 

[満期保有目的の債券] 

満期保有目的の債券については保有しておりません。 

[その他有価証券] 

（単位：百万円） 

 
種 類 

２８年度 ２９年度 

取 得 価 額 時   価 差 額 取 得 価 額 時   価 差 額 

時価が取得価

額を超えるも

の 

国 債 9,881 10,903 1,021 9,081 10,119 1,037 

地 方 債 200 222 22 200 225 25 

政府保証債 99 112 12 99 113 13 

金 融 債 1,200 1,203 3 500 501 1 

社 債 900 1,006 106 900 1,000 100 

小計 12,281 13,448 1,166 10,781 11,959 1,177 

時価が取得価

額超えないも

の 

政府保証債 100 96 △3 100 99 △1 

合 計  12,382 13,544 1,162 10,882 12,058 1,176 

 

②金銭の信託の時価情報等 

平成２８年度･２９年度において、該当する取引はありません。 

 

③デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引 

平成２８年度･２９年度において、該当する取引はありません。 
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２.共済取扱実績 
（１）長期共済新契約高・長期共済保有高            （単位：百万円） 

種  類 
２８年度 ２９年度 

新契約高 保有高 新契約高 保有高 

生

命

総

合

共

済 

 終身共済 ６，６１９ １５９，２１８ ３，７２４ １５３，１９５ 

 定期生命共済 ３ ２６８ － ２６２ 

 養老生命共済 ３，４９９ ７６，５５２ １，３９０ ６８，９１０ 

 うちこども共済 ８１５ １８，３２１ ８７９ １８，３１９ 

医療共済 ３５０ ３，０５５ １１４ ２，９４４ 

 がん共済 － ５５１ － ５３３ 

定期医療共済 － ２７５ － ２５４ 

介護共済 ７６０ １，６３１ １５７ １，７５５ 

年金共済 － ４５ － ４５ 

建物更生共済 １５，２５６ ２０２，７５８ ４７，３８５ ２０４，１０７ 

合  計 ２６，４８９ ４４４，３５７ ５２，７７２ ４３２，００８ 

（注）１ 金額は保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済及び定期医療共済は死亡給付金

額（付加された定期特約金額等を含む。））です。 

２ 年金共済は年金共済に付加された定期特約金額です。 

３ 「生命総合共済」欄は、生命総合共済開始（平成５年度）以前に契約された養老生命、こ

ども、終身、年金の各共済契約についても合算して計上しています。 

 

（２）医療系共済の入院共済金額保有高                （単位：千円） 

種 類 
２８年度 ２９年度 

新契約高 保有高 新契約高 保有高 

医療共済 ５，３２９ ５１，４９３ ２，６８４ ５２，８７２ 

がん共済 ２，５７７ １４，２０６ １，３２７ １５，１１３ 

定期医療共済 ５ １，４３１ － １，３６３ 

合  計 ７，９１１ ６７，１３１ ４，０１１ ６９，３４８ 

（注）金額は入院共済金額です。 

 

（３）介護共済の介護共済金額保有高                         （単位：百万円） 

種 類 
２８年度 ２９年度 

新契約高 保有高 新契約高 保有高 

介護共済 １，１１１ ２，７７８ ２８４ ２，９４０ 

（注）金額は介護共済金額です。 

 

（４）年金共済の年金保有高                             （単位：百万円） 

種 類 
２８年度 ２９年度 

新契約高 保有高 新契約高 保有高 

年金開始前 ２１５ １，５０５ ２０１ １，６１１ 

年金開始後  ８７４  ８６５ 

合  計 ２１５ ２，３７９ ２０１ ２，４７６ 

（注）金額は年金年額（利率変動型年金は最低保証年金額）です。 
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（５）短期共済新契約高                   （単位：百万円） 

種 類 
２８年度 ２９年度 

金額 掛金 金額 掛金 

火 災 共 済 ３３，１１９ ５２ ３０，９１５ ４１ 

自 動 車 共 済  ６７４  ６７５ 

傷 害 共 済 ４８，０３３ ３ ３７，５５３ ３ 

団体定期生命共済 － － － － 

定額定期生命共済 １４ ０ ０ ０ 

賠 償 責 任 共 済  ０  ０ 

自 賠 責 共 済  ８９  ９１ 

合 計  ８２１  ８１２ 

（注）金額は保障金額です。   

 

３.主要事業取扱実績 
（１）購買品取扱実績                          （単位：百万円） 

種 類 ２８年度供給高 ２９年度供給高 

生

産

資

材 

肥料 ６５８ ５９５ 

農薬 ５０２ ４７４ 

飼料 ６３３ ５７５ 

農業機械 ４４５ ４４３ 

包装資材 ３６８ ３５６ 

園芸資材 ２０２ ２５０ 

畜産資材 ４７０ ４２８ 

自動車(軽トラ等) ４２ ３４ 

その他 ２３８ ２２９ 

計 ３，５６２ ３，３８７ 

生

活

物

資 

衣料品 １９ １７ 

耐久財 ７７ ５３ 

食品 
食材 ２０６ １９５ 

一般食品 １２５ １１９ 

日用雑貨 ９４ ９１ 

自動車(軽トラ等以外) ７ ８ 

石油類 － － 

その他 １４ １４ 

計 ５４７ ５００ 

合  計 ４，１０９ ３，８８８ 
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（２）受託販売品取扱実績 

                                  （単位：百万円） 

種  類 ２８年度取扱高 ２９年度取扱高 

米 ２，１９４ ２，２１５ 

麦 ８０４ ７５２ 

豆・雑穀 ７４ ６８ 

野菜 ５，００９ ４，６９９ 

果実 １６４ １８９ 

花き・花木 ３６８ ３４０ 

畜産物 １，８７７ １，７７２ 

林産物 － － 

その他 １５２ １４０ 

合  計 １０，６４５ １０，１７９ 

（注）米、麦、豆・雑穀の取扱高は、税込金額としています。 

 

 

Ⅳ 経営諸指標 
１．利益率                                     

（単位：％） 

項   目 ２８年度 ２９年度 増  減 

 総資産経常利益率 ０．２０８ ０.２１３ ０.００５     

 資本経常利益率 ２．９５５ ３.０３３ ０.０７８ 

 総資産当期純利益率 ０．１２７ ０.１５１ ０.０２４ 

 資本当期純利益率 １．８０８ ２.１５８ ０.３５０ 

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 

   ２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100 

   ３．総資産当期純利益率 

＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×100 

   ４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100 
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２．貯貸率・貯証率 
（単位：％） 

区   分 ２８年度 ２９年度 増  減 

貯貸率 
 期 末 １８．５ １８．０ △０．５ 

 期中平均 １９．０ １８．４ △０．６ 

貯証率 
 期 末   ８．３ ７．３ △１．０ 

 期中平均 ８．０ ６．９ △１．１ 

（注）１．貯貸率（期  末）＝貸出金残高／貯金残高×100 

      ２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100 

      ３．貯証率（期  末）＝有価証券残高／貯金残高×100 

      ４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100 
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Ⅴ 自己資本の充実の状況 
１．自己資本の構成に関する事項 

（単位：百万円、％） 

経過措置に よ る

不算入額

経過措置に よ る

不算入額

12,555 12,770

3,720 3,694

- -

- -

- -

15 15

- -

8,889 9,123

2,882 2,927

5,491 5,586

特別積立金 2,351 2,351

目的積立金 3,140 3,235

うち、当期未処分剰余金の額 515 609

36 36

32 26

- -

- -

104 102

104 102

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

（イ） 12,659 12,873

2 4 4 3

- - - - 

2 4 4 3

- - - - 

- - - - 

- - - - 

30 45 32 21

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

（ロ） 33 37

２９年度
項　　目

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係

る基礎項目の額に含まれる額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

その他コア資本調整項目不算入額（▲）

コア資本に係る調整項目の額

特定項目に係る十パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

証券化取引により増加した自己資本に相当する額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

コア資本に係る基礎項目の額

＜コア資本に係る調整項目＞　　　（2）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格旧資本調達手段のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、回転出資金の額

うち、負債性資本調達手段の額

うち、期限付劣後債務及び期限付優先出資の額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価格の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

その他コア資本基礎項目不算入額（▲）

うち、外部流出予定額（▲）

うち、処分未済持分の額（▲）

うち、自己優先出資申込証拠金の額

うち、自己優先出資の額（▲）

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

うち、優先出資申込証拠金の額

うち、資本準備金の額

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、利益準備金の額

うち、積立金の額

＜コア資本に係る基礎項目＞ 　　　（1）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本又は会員資本の額

うち、出資金の額

うち、後配出資金の額

うち、非累積的永久優先出資の額

２８年度
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（ハ） 12,626 12,836

56,754 63,639

56,754 63,349

△ 14,568 △ 8,549

△ 14,617 △ 8,574

4 3

- -

45 21

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

6,575 6,530

- -

（ニ） 63,330 69,879

.

19.93% 18.36%自己資本比率（（ハ）／（ニ））

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

リスク・アセットの額の合計額

＜自己資本比率＞

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシングライツに係るものに限る。）に係る額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る額

うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価格の差額に係るものの額

オフ・バランス項目

ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）に係る額

うち、前払年金費用に係る額

うち、自己保有普通出資等に係る額

うち、意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段に係る額

うち、少数出資金融機関等の普通出資等に係る額

うち、その他金融機関等の普通出資等に係る額

＜リスク・アセット＞　　　　（3）

信用リスク・アセットの額の合計額

資産（オン・バランス項目）

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額の合計額

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）に係る額

＜自己資本＞

自己資本の額（（イ）－（ロ））

 
 (注) １．自己資本比率は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成 18

年金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しています。 

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、適格金融資産担保の適

用については信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあ

たっては基礎的手法を採用しています。 

   ３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。 
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２．自己資本の充実度に関する事項 
①信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳        

（単位：百万円）   
 28年度 29年度 

信用リスク・アセット 

エクスポージ

ャーの期末残

高 

リスク・ア

セット額 a 

所要自己資本

額 

b＝a×４％ 

エクスポージ

ャーの期末残

高 

リスク・ア

セット額 a 

所要自己資本

額 

b＝a×４％ 

  我が国の中央政府及び中央銀行向け 9,926 － － 9,122 － － 

我が国の地方公共団体向け 10,553 － － 10,825 － － 

地方公共団体金融機構向け － － － － － － 

我が国の政府関係機関向け 1,102 90 3 1,102 90 3 

地方三公社向け 661 132 5 － － － 

金融機関及び第一種金融商品取引業者向

け 
118,956 23,791 951 123,243 24,648 985 

法人等向け 76 38 1 67 33 1 

中小企業等向け及び個人向け 776 239 9 648 184 7 

抵当権付住宅ローン 1,379 477 19 1,619 562 22 

不動産取得等事業向け 1,555 1,517 60 1,375 1,348 53 

三月以上延滞等 497 225 9 446 199 7 

信用保証協会等保証付 11,036 1,076 43 11,199 1095 43 

共済約款貸付 112 － － 132 － － 

出資等 681 681 27 685 685 27 

他の金融機関等の対象資本調達手段 13,774 34,436 1,377 13,774 34,437 1,377 

特定項目のうち調整項目に算入されない

もの 
465 1,162 46 476 1,191 47 

複数の資産を裏付とする資産（所謂ファン

ド）のうち、個々の資産の把握が困難な資

産 
－ － － － － － 

証券化 － － － － － － 

経過措置によりリスク・アセットの額に算

入・不算入となるもの 
－ △14,568 △582 － △8,549 △341 

上記以外 8,254 7,453 298 8,058 7,419 296 

 標準的手法を適用するエクスポージャー別計 179,809 56,754 2,270 182,779 63,349 2,533 

 ＣＶＡリスク相当額÷８％ － － － － － － 
 中央清算機関関連エクスポージャー － － － － － － 

 信用リスク・アセットの額の合計額 179,809 56,754 2,270 182,779 63,349 2,533 

オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本

の額 

＜基礎的手法＞ 

オペレーショナル・リスク相

当額を８％で除して得た額 

所要自己資本

額 

 

オペレーショナル・リスク相

当額を８％で除して得た額 

所要自己資本

額 

 

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％ 

6,575 263 6,530 261 

所要自己資本額計 リスク･アセット等(分母)計 所要自己資本

額 

リスク･アセット等(分母)計 所要自己資本

額 

ａ ｂ＝a×４％ ａ ｂ＝a×４％ 

63,330 2,533 69,879 2,795 

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エ

クスポージャーの種類ごとに記載しています。 

２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のこと

をいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。 

３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞して

いる債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、

「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％になったエクスポージャーのことです。 

４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。 

５．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融機関等

の対象資本調達手段、コア資本に係る調整項目（無形固定資産、前払年金費用、繰延税金資産

等）および土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・アセットに算入したもの、不算

入としたものが該当します。 

６．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の

中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資
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産（固定資産等）が含まれます。 

７．オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、当ＪＡでは基礎的手法を採用していま

す。 

＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞  

（粗利益（正の値の場合に限る）×15％）の直近 3年間の合計額 

      直近 3年間のうち粗利益が正の値であった年数 

 

３．信用リスクに関する事項 
①標準的手法に関する事項 
 

 当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準

的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リス

ク・ウエイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。 

 

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは，以下の適格格付機関による

依頼格付けのみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。 

 

適 格 格 付 機 関 

株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ⅰ) 

株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ) 

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Ｍｏｏｄｙ'ｓ) 

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシス゛(Ｓ＆Ｐ) 

フィッチレーティングスリミテッド(Ｆｉｔｃｈ) 

（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するための掛

目のことです。 

 

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリ

ー・リスク・スコアは、主に以下のとおりです。 

 

エクスポージャー 適 格 格 付 機 関 カントリー・リスク・スコア 

金融機関向けエクスポージャー  日本貿易保険 

法人等向けエクスポージャー 

(長期) 

R＆I，Moody's，JCR，

S&P，Fitch 

 

法人等向けエクスポージャー 

(短期) 

R＆I，Moody's，JCR，

S&P，Fitch 

 

÷８％ 

78



 

②信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）及び三月以

上延滞エクスポージャーの期末残高                     

（単位：百万円） 

（注）１．当ＪＡは、国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、信用リスクに関するエク

スポージャーは国内のみとなります。 

２．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化

エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信

相当額を含みます。 

   ３．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ・

バランスシート・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間

および融資枠の範囲で利用者の請求に基づき、金融機関が融資を実行することを約束する契約

における融資可能残額のことです。 

４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ

月以上延滞しているエクスポージャーをいいます。 

５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。 

 

 

 

 

 

２８年度 ２９年度 

 

三月以上

延滞エク

スポージ

ャー 

 
三 月 以

上 延 滞

エ ク ス

ポ ー ジ

ャー 

信用リスク

に関するエ

クスポージ

ャーの期末

残高 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

信用リスクに

関するエクス

ポージャーの

期末残高 

うち 

貸出金等 

うち 

債券 

 

法

人 

農業 131 131 － － 117 117 － － 

林業 － － － － － － － － 

水産業 － － － － － － － － 

製造業 － － － － 3 3 － － 

鉱業 － － － － － － － － 

建設・不動産業 672 672 － － 4 4 － － 
電気・ガス・熱

供給・水道業 
－ － － － － － － － 

運輸・通信業 205 － 200 － 205 － 200 － 

金融・保険業 133,923 3,524 2,103 － 138,216 3,524 1,402 － 
卸売・小売・飲

食・サービス業 
450 53 － － 450 48 － － 

日本国政府・地方公共団体 20,488 10,361 10,126 － 19,949 10,627 9,322 － 

上記以外 54 54 － － 46 46 － － 

個 人 15,517 15,395 － 485 15,610 15,472 － 439 

その他 8,365 － － － 8,174 － － － 

業種別残高計 179,809 30,193 12,430 485 182,779 29,845 10,925 439 

 

１年以下 121,717 2,457 1,505 － 125,331 1,082 1,505 － 

１年超３年以下 2,599 1,092 1,505 － 1,771 1,771 － － 

３年超５年以下 2,484 1,981 502 － 2,283 769 1,513 － 

５年超７年以下 2,800 1,489 1,310 － 6,553 5,755 798 － 

７年超 10 年以下 9,106 8,607 499 － 6,767 6,065 701 － 

10 年超 20,922 13,815 7,106 － 20,143 13,737 6,406 － 

期限の定めのないもの 20,179 749 － － 19,928 664 － － 

残存期間別残高計 179,809 30,193 12,430 － 182,779 29,845 10,925 － 
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③貸倒引当金の地区別期末残高及び期中の増減額の内訳 

    貸倒引当金にかかるエクスポージャーは国内のみとなります。 

 

④貸倒引当金の業種別期末残高及び期中の増減額の内訳     （単位：百万円） 

区 分 

２８年度 ２９年度 

期首残高 期中増加額 
期中減少額 

期末残高 期首残高 期中増加額 
期中減少額 

期末残高 
目的使用 その他 目的使用 その他 

一般貸倒引当金 104 104 － 104 104 104 102 － 104 102 

個別貸倒引当金 391 338 － 391 338 338 277 1 337 277 

 

法 

 

 

 

 

人 

農業 － － － － － － － － － － 

林業 － － － － － － － － － － 

水産業 － － － － － － － － － － 

製造業 － － － － － － － － － － 

鉱業 － － － － － － － － － － 

建設・不動産業 － － － － － － － － － － 

電気・ガス・熱

供給・水道業 
－ － － － － － － － － － 

運輸・通信業 － － － － － － － － － － 

金融・保険業 － － － － － － － － － － 

卸売・小売・飲

食・サービス業 
－ － － － － － － － － － 

その他 15 － － － 11 11 － － － 10 

個 人 375 338 － 387 327 327 277 1 337 267 

 

⑤業種別の貸出金償却の額                     （単位：百万円） 

項 目 ２８年度 ２９年度 

法 

 

 

 

 

人 

農業 ― ― 

林業 ― ― 

水産業 ― ― 

製造業 ― ― 

鉱業 ― ― 

建設・不動産業 ― ― 

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― 

運輸・通信業 ― ― 

金融・保険業 ― ― 

卸売・小売・飲食・サービス業 ― ― 

その他 ― ― 

個   人 － 1 

合   計 － 1 
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⑥信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク･ウエイト 1250％を適用する残高 

（単位：百万円） 
 ２８年度 ２９年度 

格付 

あり 

格付 

なし 
計 

格付 

あり 

格付 

なし 
計 

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高 

リスク･ウエイト 0％ － 22,322 22,322 － 21,582 21,582 

リスク･ウエイト 2％ － － － － － － 

リスク･ウエイト 4％ － － － － － － 

リスク･ウエイト 10％ － 11,668 11,668 － 11,855 11,855 

リスク･ウエイト 20％ － 119,658 119,658 － 123,291 123,291 

リスク･ウエイト 35％ － 1,365 1,365 － 1,608 1,608 

リスク･ウエイト 50％ － 327 327 － 299 299 

リスク･ウエイト 75％ － 321 321 － 245 245 

リスク･ウエイト 100％ － 11,567 11,567 － 11,285 11,285 

リスク･ウエイト 150％ － 12,162 12,162 － 71 71 

リスク･ウエイト 200％ － － － － 12,088 12,088 

リスク･ウエイト 250％ － 465 465 － 476 476 

その他 － － － － － － 

リスク･ウエイト 1250％を適用する残高 － － － － － － 

計 － 179,859 179,859 － 182,803 182,803 

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券

化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ･バランス取引及び派生商品取引の

与信相当額を含みます。 

２．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適

用後のリスク・ウエイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセ

ットを算入したものについても集計の対象としています。 

３．「リスク・ウエイト 1250％を適用する残高」には、非同時決済取引に係るもの、信用リ

スク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの免責額に係るもの、重要

な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト 1250％を適用したエクスポージャー

があります。 

 

４．信用リスク削減手法に関する事項 

①信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 

◇ 「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の

算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定さ

れている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対

するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 

当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。 

信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の

相殺」を適用しています。 

 

◇ 適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、

取引相手または取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減さ

れている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金融資産担保取引について信用リスク削

減手法の簡便手法を用いています。 
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◇ 保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中

央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構及び我が国の政府関係機関、

外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、及び金融機関または証券会社、これ

ら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーの

うち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウエイトに

代えて、保証人のリスク･ウエイトを適用しています。 

 

◇ 貸出金と自組合貯金の相殺については，①取引相手の債務超過、破産手続開始の決

定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効

であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約

下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、

③自組合貯金が継続されないリスクが監視及び管理されていること、④貸出金と自組

合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合

に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後

のエクスポージャー額としています。 

担保に関する評価及び管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認及び評価

の見直しを行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。 

 

②信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 

    （単位：百万円） 
 

区 分 

２８年度 ２９年度 

適格金融 

資産担保 

保証 適格金融 

資産担保 

保証 

地方公共団体金融機構向け － － － － 

我が国の政府関係機関向け － 200 － 200 

地方三公社向け － － － － 
金融機関向け及び第一種金融商品取

引業者向け 
－ － － － 

法人等向け 36 － 33 － 
中小企業等向け及び個人向け 231 29 189 32 
抵当権住宅ローン － － － － 
不動産取得等事業向け － － － － 
三月以上延滞等 － － － － 
中央清算機関関連 － － － － 
上記以外 133 － 158 － 

合   計 401 229 380 233 
(注)１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことを

いい、主なものとしては貸出金や有価証券等が該当します。 

２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞してい

る債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人

等向け」等においてリスク・ウエイトが 150％以上になったエクスポージャーのことです。 

３．「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中

央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・固定資産等が含

まれます。 

 

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 
  

該当する取引はありません。 
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６．証券化エクスポージャーに関する事項 
 

該当する取引はありません。 

 

７．出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項 

①出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要 

 

「出資その他これに類するエクスポージャー」とは貸借対照表上の有価証券勘定及び

外部出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、こ

れらを①関連会社等出資、②その他有価証券、③系統出資および系統外出資に区分して

管理しています。 

①関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより

効率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期

の決算書類の分析の他、定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。 

  ②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市

場リスクの把握およびコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通

しなどの投資環境分析及びポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用

方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情

報交換及び意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ

委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行ってい

ます。運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどう

かチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告しています。 

  ③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、

日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様

の対応を行っています。 

  なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等の評価等につい

ては、①関連会社については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資等損失

引当金を設定しています。②その他有価証券については時価評価を行った上で、取得原

価との評価差額については、「その他有価証券評価差額金」として純資産の部に計上して

います。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて

外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれ

ば、注記表にその旨記載することとしています。  

 

②出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価 

（単位：百万円） 
 

 

２８年度 ２９年度 

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額 

上 場 － － － － 

非上場 １０，９３１ １０，９３１ １０，９３５ １０，９３５ 

合 計 １０，９３１ １０，９３１ １０，９３５ １０，９３５ 

 

③出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 

（単位：百万円） 

２８年度 ２９年度 

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額 

― ― ― ― ― ― 
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④貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額 

（保有区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等） 

（単位：百万円） 

２８年度 ２９年度 
評価益 評価損 評価益 評価損 

― ― ― ― 

 

⑤貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 

（子会社・関連会社株式の評価損益等） 

（単位：百万円） 

２８年度 ２９年度 
評価益 評価損 評価益 評価損 

― ― ― ― 

 

 

８．金利リスクに関する事項 
①金利リスクの算定方法の概要 

金利リスクは、金利の変化により保有する資産・負債の損益又は経済的価値が変動

するリスクのことです。当ＪＡでは、市場金利が上下に２％変動した時に受ける金利

リスク量を算出しています。 

また、当ＪＡは「明確な金利改定間隔がなく、貯金者の要求によって随時払い出さ

れる貯金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する貯金」をコア貯金

と定義し、具体的には、当座貯金・普通貯金の 50％相当額を０年から５年の期間に均

等に振り分けて（平均残存 2.5 年で）リスク量を算定しています。 

金利リスクは運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定し

ます。 

 

金利リスク＝運用勘定の金利リスク量＋調達勘定の金利リスク量（△） 
 

②金利ショックに対する損益・経済価値の増減額 

（単位：百万円） 
 ２８年度 ２９年度 
金利ショックに対する損益・ 

経済価値の増減額 △２，５１２ △２，４９２ 
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【役職員の報酬等】 
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１．役員 

（１）対象役員 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」は理事及び監事をいいます。 

（２）役員報酬等の支払い総額及び支払方法について 

  平成２９年度における対象役員に対する報酬等の支払総額は、次のとおりです。   

区分 人  数 当期中の報酬等支払額 総代会で定められた報酬等限度額 

理 事 ３５名 ６２，３５７千円 ６３，１５２千円 

監 事 ８名 １５，６１４千円 １５，９２３千円 

合 計 ４３名 ７７，９７１千円 ７９，０７５千円 

（３）対象役員の報酬等の決定等について 

  役員報酬は、理事及び監事の別に各役員に支払う報酬総額の最高限度額を総代会にお

いて決定し、その範囲において、理事各人別の報酬額については理事会において決定し、

監事各人別の報酬額については監事会の協議によって決定しています。なお、業績連動

型の報酬体系とはなっておりません。 

  この場合の役員各人別の報酬額の決定にあたっては、各人の役職・責務等を勘案して

決定していますが、その基準等については、役員報酬審議会（組合員等から選出された

委員を含む９人で構成）に諮問をし、その答申を踏まえて決定しています。 

 

２．職員等 

  開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象職員等」の範囲は、当ＪＡの職員

であって、常勤役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受けるもののうち、当ＪＡ

の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。 

  なお、平成２９年度において、該当する者はいません。 

(注 1)職員等には、期中に退職した者も含めています。 

(注 2)「同等額」は、平成２９年度に当ＪＡの常勤役員に支払った報酬額等の平均額とし

ています。 

 

３．その他 

  当ＪＡの対象役員及び職員等の報酬等の体系は、上記開示のとおり過度なリスクテー

クを惹起するおそれのある要素はありません。 
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 １．機構図（平成３０年５月末現在） 

務 済

）

共済業務課

事故相談課

常 信
用
・

金 融 共 済 部 審査課共

北部営農支援センター

国分寺支店
貯金為替課

野 木 支 店
資金運用課（

典礼課 桑 支 店

東部営農支援センター 小 山 支 店

西部営農支援センター

石 橋 支 店

購買課 穂 積 支 店

農機課 豊 田 支 店

経 済 部

生活利用課 絹 支 店

代 事 合 畜産課 中 支 店

）

会 長 務
会

園芸課 寒 川 支 店
総

理 組 専（

事 事

販売課 間々田支店

営 農 部 米麦課 生 井 支 店

事 経

監 監 農業支援課 大谷南支店務 済

）

会

人事課 大谷北支店務

表 勤 ・

（

常 総
監 代 常

監 査 室

企画課

総務課

企 画 管 理 部

内部統制課 大 谷 支 店
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２．役員構成（役員一覧） 

（平成３０年５月末現在） 

常　勤 有 福 田 浩 一 郎

〃 有 酒 井 吉 一

〃 無 仁 見 一 雄

〃 〃 大 出 晴 二

非常勤 〃 宮 田 良 夫

〃 〃 池 貝 孝 雄

〃 〃 吉 見 悦 雄

〃 〃 山 口 富 男

〃 〃 川 中 子 幹 彦

〃 〃 橋 本 幸 男

〃 〃 生 井 幸 男

〃 〃 近 藤 文 二

〃 〃 海 老 原 一 弘

〃 〃 柏 﨑 定

〃 〃 諏 訪 忠 夫

〃 〃 梅 山 雅 充

〃 〃 杉 山 清 司

〃 〃 柿 木 芳 里

〃 〃 静 谷 要 一

〃 〃 大 塚 力

〃 〃 上 原 進

〃 〃 渡 邉 稔

〃 〃 荒 井 壽 光

〃 〃 大 橋 一 男

〃 〃 大 熊 一 廣

〃 〃 大 久 保 誠

〃 〃 渡 部 康 博

〃 〃 小 川 定 男

〃 〃 横 塚 清

〃 〃 秋 元 和 重

〃 〃 渡 邉 文 雄

〃 〃 岡 田 重 幸

〃 〃 小 林 剛

〃 〃 倉 持 晶 子

〃 〃 玉 野 文 子

非常勤 － 黒 須 市 郎

常　勤 － 望 月 浩

非常勤 － 若 松 富 士 男

〃 － 赤 荻 稔

〃 － 手 塚 孝 夫

〃 － 大 島 茂 男

〃 － 福 田 真 一

〃 － 生 澤 良 一〃 員外監事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監　　事 代表監事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 副筆頭理事

〃

理　       　　事 筆頭理事

〃 副筆頭理事

常  務  理  事

常  務  理  事

代表理事組合長

代表理事専務

区　　　　　　　分　

氏 名 摘　　　要
役 職 名

常 勤 ・

非 常 勤 の別

代 表 権 の

有 無
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３．組合員数 
区  分 ２８年度 ２９年度 増  減 

 正組合員 ９，０５０ ８，９５４ △９６ 

 個   人 ９，０４７ ８，９５１ △９６ 

法   人 ３ ３ － 

 准組合員 ５，４３０ ５，４２８ △２ 

 個   人 ５，２２６ ５，２２４ △２ 

法   人 ２０４ ２０４ － 

合    計 １４，４８０ １４，３８２ △９８ 

 

４．組合員組織の状況 

組 織 名 構成員数 組 織 名 構成員数 組 織 名 構成員数 

農 事 実 行 組 合 348 組合 ブロッコリー部会 103 人 ウ ド 部 会   3 人 

農産物受検組合 14 組合 な す 部 会 107 人 花 卉 園 芸 組 合   33 人 

青 年 部 157 人 梨 部 会   69 人 肥 育 牛 部 会   42 人 

女 性 会 610 人 とうもろこし部会   80 人 資 産 管 理 部 会 120 人 

青色申告研究会 51 人 干 瓢 部 会   40 人 年 金 受 給 者 友 の 会 9,512 人 

耕 種 部 会 178 人 か ぼ ち ゃ 部 会   42 人 レディースサークル「ドリーム」  448 人 

集落営農組合連絡協議会 53 組合 牛 蒡 部 会   37 人 趣 味 の 会  511 人 

小 麦 採 種 部 会 6 人 ね ぎ 部 会   44 人 直売所利用部会  2 部会 

ビール大麦採種部会 36 人 大 根 部 会   31 人 

大 豆 部 会 129 人 ニ ラ 部 会   19 人 

養 蚕 部 会 10 人 人 参 部 会   27 人 

ほうれん草部会 157 人 キ ウ イ 部 会   23 人 

き ゅ う り 部 会 100 人 玉 ね ぎ 部 会   34 人 

ト マ ト 部 会 111 人 し い た け 部 会   3 人 

い ち ご 部 会 103 人 大 和 芋 部 会    4 人 

レ タ ス 部 会 101 人 カ ブ 部 会    6 人 

 

  

５．特定信用事業代理業者の状況 

該当する事項はありません。 
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６．沿革・あゆみ  
（ＪＡの設立から現在に至るまでの間の主な出来事を紹介します） 

平成 11 年３月 

 

 

５月 

６月 

９月 

10 月 

11 月 

小山農業協同組合（愛称：「ＪＡおやま」）設立 

⇒下都賀東部地区６農協が合併 

 （旧石橋町、旧国分寺町、小山市桑、小山市、小山市小山、野木町） 

野木ライスセンター竣工 

グリーンセンター（農産物直売所） ３周年記念セール 

園芸連絡協議会の発足（・・専門部会２７部会） 

第１回ＪＡおやま祭り 

「日光杉並木街道保護事業杉並木オーナー制度」に加入 

平成 12 年４月 

５月 

10 月 

 

10 月 

    11 月 

11 月 

女性会設立総代会 

第１回通常総代会開催 

支店運営委員会を各支店に設置 

  （・・生産組織、青年部・女性会組織代表者等で構成） 

総合葬祭式場『思川ホール』オープン（小山市萩島） 

第１回家の光大会 

第２５回ＪＡ栃木県大会（⇒『農と共生の世紀づくり運動』を決議）  

平成 13 年３月 

５月 

 

９月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒「営農経済渉外員」「共済専任職員（LA）」の導入など）  

産業組合法施行１００周年記念事業 

（・・黒磯市沼ッ原への記念植林、ＪＡグループ栃木で 17,000 本） 

北部青果物集出荷・選果場 

平成 14 年２月 

２月 

３月 

 

３月 

５月 

７月 

７月 

９月 

ホームページの開設（http://www.ja-oyama.or.jp/） 

ひまわり会設立（・・ホームヘルパー養成、ホームヘルプサービスの受託組織） 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒参事制を廃止、「金融共済部」を「金融部」と「共済部」に分割） 

西部苺育苗施設完成 

常勤監事の設置 

西部共乾センター（大豆・麦乾燥調製施設）竣工 

肥育牛部会設立総会 

福祉用具貸与（レンタル）事業の開始 

平成 15 年４月 

５月 

 

６月 

６月 

６月 

７月 

９月 

11 月 

ゆうゆう館直売所オープン（下野市保健福祉センター地内） 

第４回通常総代会で役員決まる 

複数常務制導入（⇒「総務経済事業担当常務」「金融事業担当常務」） 

穀類低温倉庫竣工（西部共乾センター） 

かぼちゃ部会設立総会 

とうもろこし部会設立総会 

ネギ部会設立総会 

グリーンセンター（農産物直売所）リニューアル、東部購買所オープン 

第２６回ＪＡ栃木県大会（⇒『信頼』『改革』『貢献』を掲げる） 

平成 16 年３月 

 

 

３月 

３月 

10 月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒「経済部」と「生活部」を「経済部」に統合、「金融部」と「共済部」を「金

融共済部」に統合、企画管理部に「人事課」を新設、支店次長制を新設） 

ＡＴＭ（現金自動受払機）の休日稼動拡大〔日曜日・祝祭日〕 

大谷南支店資材倉庫完成、東部選果場増築 

ホームページのリニューアル（http://www.ja-oyama.or.jp/） 
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平成 17 年５月 

６月 

11 月 

金融事業の全国システム（ジャステム〔JASTEM〕への移行 

総合葬祭式場『おとめホール』オープン（小山市乙女） 

農産物直売所「よらっせ桑」、農村レストラン「味処くわっせ」同時オープン（小山市扶桑）  

平成 18 年３月 

４月

11 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒「人事課」を「総務課」へ統合） 

ＪＡおやまが出資する道の駅「思川」がオープン（小山市下国府塚） 

石橋農産物直売所「四季彩」がオープン（石橋支店敷地内） 

平成 19 年３月 

 

 

６月 

 

９月 

９月 

ＪＡ機構の一部変更 

（⇒営農部に「販売課」を新設、「営農企画課」を「農業支援課」に変更、

企画管理部に CSR（企業の社会的責任）対策担当を配置） 

経済事業改革の一環として県域物流がスタート 

（⇒拠点の「配送センター」は豊田支店敷地内） 

西部営農支援センター開設 

のぞみ館西部オープン 

平成 20 年４月 

４月 

４月 

10 月 

10 月 

11 月 

東部営農支援センター開設 

のぞみ館東部オープン 

グリーンセンター移設（間々田支店購買店舗跡） 

のぞみ館野木オープン 

のぎ松原大橋直売所オープン 

合併１０周年記念式典 

平成 21 年３月 

３月 

３月 

11 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒企画管理部に「人事課」を新設） 

北部営農支援センター開設 

のぞみ館北部オープン 

国分寺農産物直売所オープン 

平成 22 年３月 ＪＡ機構の一部変更（⇒「資産管理課」を「資金運用課」へ統合） 

平成 23 年３月 

３月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒企画管理部に「内部統制課」を新設） 

道の駅「しもつけ」農産物直売所オープン 

平成 23 年８月 生井ライスセンター竣工（増設） 

平成 24 年 5 月 

10 月 

11 月 

女性理事２名（非常勤）が誕生 

思川カントリーエレベーター竣工 

ヨークベニマル小山雨ケ谷店直売所オープン 

平成 25 年７月 

11 月 

北部育苗センターを竣工 

ヨークベニマル小山ゆうえんち店直売所オープン 

平成 26 年 3 月 

12 月 

ＪＡ機構の一部変更（⇒「農機自燃課」を「農機課」に変更） 

思川家畜係留所竣工 

平成 27 年 3 月 

4 月 

イオン小山店直売所オープン 

イメージキャラクター「おやまるくん」作成・発表 

平成28年12月 ベイシア小山店直売所オープン 

平成 29 年 8 月 管内セブンイレブン（一部店舗）にて地元農産物取扱開始 
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７．店舗等のご案内                  （Ｈ３０．６月現在） 

店 舗 名 住   所 電話番号 
ATM  

設置台数 

本 店 〒323-0034 小山市神鳥谷 1-11-32 0285-25-3155 １台（１台） 

大 谷 支 店 〒323-0819 小山市横倉新田 7-33 0285-27-0298 １台（１台） 

大谷北支店 〒323-0807 小山市城東 5-18-42 0285-22-0519 １台（１台） 

大谷南支店 〒323-0817 小山市東野田 1612 0285-28-0013 １台（１台） 

間々田支店 〒329-0214 小山市乙女 3-7-36 0285-45-1210 １台（１台） 

生 井 支 店 〒329-0221 小山市生良 967 0285-45-0581 １台（１台） 

寒 川 支 店 〒329-0227 小山市中里 836-4 0285-38-1003 １台（１台） 

中 支 店 〒323-0056 小山市上泉 185-6 0285-38-0004 １台（１台） 

穂 積 支 店 〒323-0064 小山市下石塚 261 0285-38-2002 １台（１台） 

豊 田 支 店 〒323-0007 小山市松沼 990-13 0285-37-0003 １台（１台） 

絹 支 店 〒323-0155 小山市福良 2242-1 0285-49-1212 １台（１台） 

桑 支 店 〒323-0012 小山市羽川 805 0285-22-0980 １台（１台） 

農産物直売所よらっせ桑内ＡＴＭ 〒323-0016 小山市扶桑 1-4-13 0285-21-3010 １台（１台） 

桑東部出張所ＡＴＭ 〒323-0808 小山市出井 1083-3 0285-25-1223 １台（１台） 

小 山 支 店 〒323-0024 小山市宮本町 3-4-5 0285-22-0010 １台（１台） 

石 橋 支 店 〒329-0511 下野市石橋 531-3 0285-53-1344 １台（１台） 

国分寺支店 〒329-0414 下野市小金井 3009 0285-44-1115 １台（１台） 

野 木 支 店 〒329-0113 野木町中谷 523-1 0280-56-0003 １台（１台） 

のぞみ館野木ＡＴＭ 〒329-0101 野木町友沼 4954-1 0280-54-1655 １台（１台） 

 

（注）（ ）内は手のひら生体認証対応のＡＴＭ設置台数です。 
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絹支店●

石橋支店●

大谷北支店●

大谷南支店●

生井支店
●

●大谷支店

●桑支店

●国分寺支店

間々田支店●

寒川支店●

穂積支店● 小山支店●
中支店●

豊田支店●

●野木支店

イオン小山店●
直売所

石橋農産物直売所●
　「四季彩」

●
道の駅しもつけ

ヨークベニマル
小山ゆうえんち店

　　直売所
●

よらっせ桑　
味処くわっせ●

　　ベイシア
　●小山店直売所

グリーンセンター
（直売所）

●

●ヨークベニマル
　小山雨ヶ谷店
　直売所

●野木直売所

のぞみ館野木
のぎ松原大橋
直売所●

●RC
　集荷所

集荷所 RC●

RC 選果場 東部集荷所
東部営農支援センター
のぞみ館東部●

RC 
北部集荷所 選果場 
育苗センター●

西部営農支援センター
のぞみ館西部
アクティー
CE 西部集荷所
育苗センター
●

北部営農支援センター　
のぞみ館北部　
国分寺農産物　

直売所●

●RC

●RC

道の駅「思川」●

●RC
●CE

●共乾施設

RC
おとめホール

◆

セルフ　
給油所■

◆思川ホール
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